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台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能(2

一、

人、潰i，'，'í うよ減伐と漬苛~)j吉

七、おわりに

遺留分制度

1 遺留分規定の沿革1詑

JI湾の王iER法の中立法問分l二i返する条文はfiかーヶ条のみである

(第一一一一条一第一一一五条 以上から台むせの現行(l)民r止までは、

i宣J:W分があまり重民+liされていないことが見てとれるが、このよユな1，q
度は従前から同様であったというわけではない。司n'~法の相続編以引

に存在した大清Rf下平家、第 次氏伶宣 1士、、法制局さえにおける迫何分

の条よとは、 m.行民法よりぞの数が多く、か〆ノ、詳*ffiであったv 現 11'1ミ ~J、

を立法する際にも遺留分の 1-~1 ~~fj が取り|けずられた現ぶの条文はかなり

泊目守化され、規定のない部沼、が多いが、かつての草:奈の遺習うれ一閃する

条文の変造を7:"~""."るこ止によリ、立;)、告の#え方を i明らかにし、混との

われわれの芹I釈請にも役に立つ観点が仔られ乏のであ巧うう

(1) 大清民律(相続編)草案

かつて「下向では家佐和j肢が採られており、渋1:;;1は産情分前j注力、イfイI

し争力ったn 大清Iえ11'，相続編 1 京芸長:主、日本の|吋)it法相続編を参考

とし、 J室引分〈ヰ財産というJ判i立を単人しとえ古島 J.i四一条から

第 石下 :jLi粂まで人現守技法の規定とべれば、その特徴は以?の数

，I¥iまとめることができる Jtj 仁、遣問分培引召の純明はやや淡いコ

すなわち、第一千1: 1斗一条に工れば、法首分権利書 fよ継手t人 (-~jlt'l吉 iì\.~

属コ第 百六六条を参照) むあ片、司王ヌ求人がl、ない場台に;土、

1ぶ以[，'~C ~J.も J ばら rロ.:;t民国民;去におけ令追世j 分:"Ijr主u;;汗"i'j'i:についてJ!らべ
る。 (i湾では竹本坑;i:?時期にご正L:ii本民法の潰部分が条加とし工介湾人:二週日
♂れて v、た j 詳1い考't4!ょ、黄;主導， ，湾におし?る巡伺う-}'"(/)書'f:吏¥C'.! J西支え

|寺w凶}(.-t，:号 (一九ブttt};.:') ー~凶日ヰ主主出
1士、松d'd軍岐点在社'I'M継車ιJ、， :斉明I-H坂 iL八六苧) 二頁防1'，;た
京宗1卒郭J草川、共芸『民民経i;:(抗議」( j民主局、惨o; 版、 ハ()土午[.~

二八六F!:
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H附 日見

利者は大または妻あるいはl白系尊属である。 kまたは妻あるいはl白系尊

属l土、 i土作上、「都承人」ではなく、「承受人」に分類されるが、遺料分

権が認められる η これに対して、兄弟、家長、飢である「広受人」は、

遣問分権利者の純|剖に入っていないコ夫、妻、直系尊属と見弟、家長、

娘は共に ')k受人」に属するにもかかわらず、 部の者には追留分権を

認め、他の 却の者には認められな1.¥，なぜなら、古法理由によれば、

夫・妻とl白系尊属は被桐続人とは親密な関係にあり、遺留分により生活

を緋持する必要がある。他hで、兄姉と米長は既に白vしているはずで
あり、また娘が「本来、相続には都権利であり、ァ五受人とはいえとも、

順序がもっとも最絞である」ことから、遣制分権利者から緋除された。

第ーに、大{古民律申案では遺留分の叩合は一律に遺産の、l'分である。こ

れに対して、現行氏法は遣制分権利者のは分関係によって遣制分の割台

に差がある。第でに、遺留分算定の基健となる財産に主主入される生前贈

与として、(1)相続|井j始前の六ヶ月間に行われた贈与、!y..ぴ当事者以方

が遺留分権利者にtli害を加えることを知ってなした贈守が~ .1i四一条

に挙げられ、これらは遺留分減殺請求の対象となる。そして、⑤特別受

益に関して、第 lLll.四条は第 四七八条(特別受益)を準用しているu

このような定的方は日本民法第一心川IJL[条と同じである。そう fると、

現存の円本の学説上の論平と同様の問題が生じるじつまり、特別受益は

遺留分算定の基礎となる財産に算入されるが、減殺請>Rの対象となるの

かは、条文の文青から不明である。いずれにせよ、現行の中華民|判民法

の解釈では、遺留分算定の某縫となる財産に算入される生前贈与は特別

受託のみであるから、大1青民律草案の〈むと②に談、円する贈引土、現行法

の下で遺留分算定の基従となる財jl/'にJ"，さない。第|叫に、イ山格弁償(第

1J.1J.一条)及びjrii:成時効(第 1J.1J.二条「遺料分権利者カ相続開始ノ

後減殺スヘキ遺贈又ハ贈与アリタル時ヨリー午間減殺ヲ行ハサルトキハ

其権利ハ時刻」ニ同リ消滅ス相続開始ノ後十年ヲ経過シタルトキ亦l叶シJ)

の規定があるのに刻して、現行民法には別ょがない。その他の規定をみ

ても、大清氏律(相続編)草案J#定の順序と内容は、イ曜かにH本民法σ〕

遺留分の規定に類似していたことがわかる、

(2) 第二次民律草案

第次民律吊案相続編(第四八九条から第五0九条まで)は基本

[7;;J ltiJと57(;;-458)2464



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能(2

的には大市民来を踏襲 Lている。以下ごは第二次氏律 'rl-~長で ';::;1 ず4 ・

変更3れた条文を簡単に宇lt介するにとどめる。江主主 自主L(-'条iよ女性の

被朽九十人の法呪分権利者い関宇る勾引規定であるわ t~，よわら、この

では、通常被ね(涜人となる省が男性であると慌にされた一、第 五1;八九

条にると、その総合にお!iるJJ:-iW分権利高lよi色系中崎、妻、 l自系怯トヰ
という!lil斥になっとし Aるコしかし、まれに女刊が湾践を残した場?すには、

市 凶jL0771ーはその遺留分!告示l苫の収Irべますと、山系卑属、山系尊属であ

ると定めている"第也九条i土、 l第一二 二条の規定に上っ

，Ijijt継承炉心付た権手;JI土、遺留うよ主主 iF-~の票依となる財売:こ w入されない J

とじ-;-gしている c 主主 」 条 L土、市んの同↑ L儒教で、死三f(n自{す‘

姓名を百己しず日互に安問-tる霊H9，') ・祭具・墳墓・家諜などl止、 12桃~l1;

求人によ~~)T桁f売されるど井している、これらのHJ，産は第 凶九 条

に従v¥1出世分とのに人んないが、三;帆継74'、人がき高 で F可条に

よって沼紛した1血の 伎の遺汗は、 皇官?分鈴子Eの茶花:こ入る r そのi巴に

l百えた条丈は、没、彼相続人の処分の性質~，:~1{ぃ、減17:1Z求の }J 法を疋め

るらし-F~がい;ヶ条ある(第 IL: Jr.八条から第 干iC) 条j、問え(，:f、第

ワロ九九条 l土、設相続人による白tW~ .贈守が義拷の免除である場主 i二、 Jl

iE分十左手;J者は減殺で宍る古震の範1111に;f3'.; ¥-ご受退者または受問者に対し義

務の何h宇治求することが?きる、と疋めている Iおお hC四条にお

げる 受犯者の:1';実のjki主Jレ会第 7iOJL条における「送当分権利者

7)1主将tfのイt {i~'梓 J と l 寸競J1~ も新設 3 れたり

(3) 摺続法草案

その役、現行Ri:A;;::Jfi::;e編のIjifJ苦であ心 九 l'、年法制局相続法主主ヌて

が現1.Lt:. ， 司守主主が制定される|訟に、六つ ι7立ú~J~にが挙げられ丈が、

滝川分もその つtゃあるコ十日絞法誼索の説明の!日;丈では、 I"J草案以

政治革新の際いは、 Iナ↑主をもって訴しい主l会秩序の天環を侭I'!tする必要

がある U 本草~1てはこれを目標として掲げ、'irt と :T の [1 1、の?に安に対述、で

きるよう期待されて、、るひそれゆえに、わ才しわれ(バェグλ'111潤:こシらわjl 

F、争令0G~ttl の J 旨 'J、;二 F:?，い、革命11; した法ノ同を ft らなければならないお

----O)f:UOGを参1:討 J

j:;--ji-U，-e{泌氏以、研究修 11委員会編「中手民斗民μ、巾ノ七史料金苦情 f下

二日社57(仁 4Sl)24ι3 176J 
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とさ才しており、法臼jj'"に持する考ょ万も1*めて急進出，rcあった すなわ
iJ、:!，il、:昔lよ、1'，説-o安 1)弟Ji./、条で遣TJf分を認めたが、 %1経には遥fJ分

ないし用紙も，11段令科、;こ対!〆て故対的企'，'1.1益軒以。ている u法の事ーの

ほ~I; l-~ おいては、遺 l主主制度の件当が強調されたに「 父が品素であれば、

子lよEきかな生活を過ごすこ〉がごさ、依頼心を生こるため、点字の弊?ヰlょ

でるところに存存する口 J刀ワ 1t創業の悶離を切ら干、議ぴにfdり、当

分Jノ家族を詳してしま斗?とはしばしば間かれる〉ヱオiもまた遺産制伎

の併~害の つである とJ 次に、時害に可処する)Ji;主として、遺産税y

涜斥処う_t~J)白山がノ子げられた ρ t世正年村梓7手守"巾:1のう長十T:l'三寸1浜f竺E千名千回lは土「ムF烹官の中

てlは土重い累;t住tl.秘i足iミ斗半卒辛;をi設E定してい〆る乙ロ こtれしJはj件奇を絞恥利|する つUの)/~法で

あるが、ねねは財政状fJt にぶり、'，~:に調整しな(，;j，!はならなνため、遺

産税の;J-~だは永久性を有する相続法で定めるこどがvごきす、 H1'j"C)税法

で定めるべきである 向d凸を相続iJ、にねじれば、法定制i定。〉弊主を減ら

宇ためには、持続法:こぶいて、遺r処分の仁;山を認めるのが唯一の方法
である}したがって、この時伴は、被村i絞人のよ宣1壬の一分の は直系出

版に配偶者に留保きれなければならな~" ，1: J~ノ-þ~しているが、他方で、直

子、単械と恒偽者に留保された肘詑が、各人 万元に注するならば、戒中 t

;J 残りの道広を全て:ì~ヰに処分子ることがで主、もはや二分の の

制限千交けないーとお明されている)さ，りノパ;

苦怨日のi資主奇f戸産主を右する被イ相4判4昨平続え人:は主ム、 二れにぶり、 大剖部;う分fのH財才j芦空で社会公1益7も叶]主ト事

1業Eに貢i紋依することがで主、 j連皇E肢主制制11皮支グの)~押?伴F岩を J減〉浅i らすこと均がミ汽てでいきる 可V刊1“}と

いうのであるつ

この制J~;土芋案の斬新なおj}(土、まさ ;fj童相分l ャ金者自の最低空担、をバーめ

たことごめる(前?で六条第二J日~かもその最1L~法的規定しc 、 l色系明

属~ I~c偶者が湾f:i分権利者である場台にだけ)~川される J)\いはなく、配

偶者が半J虫で J市計七条人または父母{涜肯 l'、粂) i/'遺留分1十年~.fl; 者と

なる場合にも羊J，jされてt'る U その也、役相続人と合賠，g双Jft)';悪意で

hった1HVについて、前の つの民{玄白案はそれを波留うJ科一定の早二伎と

法行政部、一九t六年;一六 見

1:-!" 司法行政音~J;ú五百F党惨iF委員会稲~ I I1 辛 h:~司氏i去嗣d定史料てえ漏 1-) !司

法fJ政部、 九七六年) 六頁

l TiJ ~lì，t;SI i日4町、24G2



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能{2

なる財産i二当渋負人するが、不V系lよ 治 ~f"時かり:-:--{未満 J 炉いう条

件を加えた1仁なお、造平w分lhij:立議:K十n;_(/)長 1t~(!) i'iIJ ì~乳時効 lよ lL:if聞に短

編 ;i:;.tしたiお以 I.IJ.m沼分のおl現と~ ，えるなお、巨IJの つの見↑主中

ドおける遺問分(土、 計V吉i監の i一分となぺていたが、 ;tiifl;局主業lお

い仁初めて7itfZ分権利高によって〉らなる割合のj11留分が定められたハす

なわち、 I古系盛寝と jJ'i~í両者r相続人\いある場合に、 J雪印分;土湾沖の半分

であるハ l台f、忠岡だけが伝統人である場合も同じとする 1第五ノ、条市

項配偶主えげが抗H定人である1;;"J台に、迭問分は遺産の二分のーであ

る J第五七条い被相続人;こ府系半属がなく、父母がある場合は、法留

分はi室時一の六分の である(弟五八条このような定め刀l之、現行IC;

法にも引き !た ちなみに、兄弟姉対と祖父母;止法定料符人となり

うる(信一一条 l が、 1主14分程利者，で:まないn 総じていえば、送制分に

間ヲる祭主主主J土、九，ワ条であ 1/)、第一次t(律叩案σ).分未満である。立

法告が遺留分を的慣[ていることは同信でみろう r リ出の説明でi土遺丹

羽吹ないし州統制 i立の弊告が;G.~ られ、その結果、法定州統人の車SJ五の

縮小ιif:醤ヲ了の巾11主主，1:いう苅ニーコながっ汗。 つまり、 山

!定)中::1 三に行í_ì~1 ぢな態度を採 J ており、白「留 J/"が排丹、さ tしるのも、これ

が法定 U:l校)棺晶:の 環どからであるつ

(4) 現行民法

中央政治会議が作成した 競技法相続目、立i1-)~(WU_:の中の、制続法の

第/¥)，1と能力uI~よ l室 Wi分に問するものである口弟)\;::Jよ、遺TJf分円規え

の必要浮い関守る1':1胞であリ 結論IJ肯定的であるへその北別は、 113

Ic、I(j) Î!~ i土例を左足祭すれば、 1巨人の処分の白rtを草宣するIc、i、や1えはお英本;
なとがあり、他方守、血族相絞を維持寸る図、例えiJ、 ドイ Y、 プラン

"; 1，'1平索第八，"""，夕、は、相続開始の 年以ヒ古u(，，-hわれた叩!-j.:;.U:J，、 つの条
件をj品工してはじめて、ぷ沼分日立の;主役となる則庄に梓入するこ f ができる

すなわち、 f1f:官ワ告と受nl~1í'に忍忌があり、 '~2)胞ワ(!)I1S刀、りまだ一年主 i前、少

いうここでめるこ U~i; (Î)草議 ιJtべれば、 I3は幸いな要れであり 莞1~?'Îf( こ骨

人する安庁の完関}よ狭:なった さら，.司条段段;よ、去が?止さ震への寄イイも主主

人 ~1しないと定めている、

1:-1:'同中議mヘiJ~支EJ 工、長Jilili'J減汗~~JJ を百年苛と況定している 百の二つRW

1'(きさでは じ午何である

二日社57(仁 4S:J) 24ιi 1721 
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ス、スイス、日本主ともある 前有lよ治産i二対する完公な処分権を何人

に守え、市lミfIを加えな l.-'" f走者は個人の処分乃ゴ日をutめるが、 U:l0y:~よ
凧l阪の法ffiう3、を定め それが彼桐Mi人の処分に影響戸れないわ両者?と比

較すると、役白ーのほうが恰埋;fかなうため、それを採JIJずる」とい与 Lこ

とである f そして、第九点!よ、 JJ:-iW分権利高の範凶シせ:-iWうfの割合に関

する問棋であるじ結論以現行民法J)条丈といじ¥いある c すなわち、 i宙系

牢民と配偶者または父母の法沼うJはその栴i佼分の うfの 、兄弟姉対、ま

たはもハ父母のそ才1i土相続分の 分の である 説明'Y'は、まず、全体Ó~

涜匂分(ノランス位、系} 三作1':[別 ::I!~波留分(ドイツ ;J、系)ジ〉規定方法が紹

介されている。そのよ車いl土、直W-f分拾利者の ヘが相続を1'-) l.二均台

に、全{本的遺jZ7t=?コ誌にJると、そのy宣告?うJは t1~の遺留分権利主に帰属

するが、 ft司 ijJjêS遣問分7十立によると、その:Ìfl- J.~'号、:ま被 !tI1'主人の日 rt処分、

U〉部分炉なり、{也Uh出主主分権利苫tJ〈241LFA係である。〆kに、そもそも:ik

iE分は悶Lt処分の例外であリ、遺留分花矛:J背が権利をフてよーば、その分は

やはリ白m処分の部う子にわす民させたほうがヂァ理的守しもり、かつ仙の遺習
ヲ了握手j詳をも常しなし't.ァめ、 I1羽目的立留旬、主哀をほF+'j-9る、にi三べられ

ている v さらに、遺留jf'は相続分の一分の寸斗一分の寸汁土、ただ烈族

明-:.，r"、の親密Iえに4って速いを設けるど:j"である、と市ヰj弐れている

;J!h民法相続誕百のJ渋浬刀に悶[て{土、以 の;-;， J}~政治会議û) ¥'/渋l京

巡のほか、!hゴ苧::';"\t:~司書にも筒Fきしたさえiさがある一コ員 L苗う'J':こ闘するものは、

、、ょEWi分のfy"J文規;μ;の日::.分にあり、以 i、のよろに述べているコ lわ

が[T-;の11I律は朽対人の桐給分を埼7Eしとし、るが、造;イーの処分1十年の耗苅に

ついては〉じめていなしミ オ三編[土、F法i単目I]i:従い、遺制?の規むを泣

しゐと その記[互について、 ;6系中 1号、父母、 ~L保有の退官う']' ~よ約千二旬、 1])

一分の 、示品姉妹、相'ζ悼のそれは柘絞分の二分の であるコ :i:1校関

係いよって 'J'、なるJ1fE句、'i:定める規定{立、わが更の同市に合致するもの
ぜある，-":'

J 弘司法行政部民i'~U]): 究怜 Ir. 委員;-~.~日「中華l..ç ~::Jl....: ，:支杭定史料集編 t十!，J (ロi

iJ、行岐部、 九i六年 I， )rパ♂ !U:八頁。

1.'(μj法行政斤:r立法i1lt究特止委員会編「中華民司氏渋川司-Jニ判長漏(!，') --' (μj 
法行JftcJ:i、 -j-i.，仁，、昨 J、l'同五只lっ

l7~J .I ~lì，t;SI i日454)24ω 



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能(2

ヰグdC(位、の ~~1省分の規定に闘する立法)1"11'I"t、ポJ十点では、以上。ノ記

法Lかヂ白凡できないじ但L、それを見る|反り、現行1¥:し起立TI(よ、話、

もdjlcj の見解とは Ij'~なり、ヰ?に用紙もdj段 f法定凧lj話相主:、!ないじ造問う3、に

対して怯疑却な 1~~~ 皮を採っているとは恩われない J 他)J で、 JI; の うの

IT1，"長::-::1ヒべると、現ii民訟の1十世主lよ、恒例別的i11留分主誌を採用し、

滝川分対象をけ電贈 lに|反えしたことであるコ !y~えると、山以

苫がI宣沼ヲJの;援をあまり数、;内!しずし、ないとも注解できなくはなL、U し

かも、長終的にiuI1ミトがった条文は ヶ条のみであり、このむ;はとtイ七草

案のいごももっ〉も γないものごあるし消滅時効4との甫Z会主丸1とすら欠

けている。現行伝JJ日'1の つの草案にし土数多くの粂文が揃'-)ていたのに、

立法:tJ'はそれ宇多考としてνtないか、または多考仁;ましたが苔図的に条

文に探1"しなかっ丈のかカ必ずしも明らかではな νゐ、

いずれに引に規定(/)，中古を補允ヲるために、判例の形成i: 群

~Rカ川、 lリ欠であるつ現との台湾!こおける遺留分の解釈をみごみれば、そ

のm米は明停に説明されて"'ないが、 lλmを分析すると、そ札は11、前の
=つの主主壬条文から不岐を三:けで畏l討さ才LTものであるか、あるいは円

本のd子言4.を:y;;.:;どとしたものが(ヱとんとごある

なお、現行i心土の遺留分に|長l寸るm定は、 )~三日{;;， :hilifr以来、改正

守れたことがなし 2が、様々な議論はあったに宍体的~ ~土、 九1.0:年し

iR文部がtはむの改正百十内lを1ftコ出 L、民法、帰jf修正委員会を組殺し、
甫誌な伺IHJ止を検討した。そのl_j_1で、遺骨J分に悶ずるものも一点あ JとU

す1にわち a 第 l、桐料却杭司r:の 定立月間l人jに相続人以外の法一者に!Cj

1る斗必日目守去、)台市jj)寸伝吾した渇f、仁、(可りかの説済策を講じる、之さ

か、第二;こ、民J、第条の生前特別受目立のJ寺ち反しにfよ、時間の

制限を設けゐべ主か、という一点である 141 改 11 を結iXe:かぺ

た三とはefl泌のi81)である〈 ぞれから、 九八7，午には、示JU炭繍と千円手

されたが、道府分の条文仁は変化はなかっ J し co五年仁十J
続法改iこの劫きがUJて、女怖の相続権内 という見地から、 i~: t8'JJ' (，~.~ 

'!I'.1Lされ〆乙ょうである。ぞ Lい市411'は七の:ii 

11 'μj法行政部民民'iiJ ~究特止委員三三編「中三李氏司民;玉川定史料支漏 i、 μj

j全行政部、 九七六年 JL仁八(1"

二日社57(仁 4S3) 24三。 |制l



2 遺留分制度の意義ないし存在浬出

.j， 
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遺771分制度。〕存在理由について、、見iよ、 (1ii白義上の陀l壱(J[J栽に土J

L -，令く;lHii:=を残戸 f、今て1，1:，八い与えてしまうことは道義に反守るん

(21近親の扶養、 3:"-5と制度目維持、を挙げているしかL、3:"-5と制度な

いし家岸内縫持という J'~II こ対し日よ、 近代iJぐにお Iiるiit!人財産尊iji

ノ包ぴ恒人台東づ汗l'C')，~司 JUに反する j ごし亡、現行?十会で以J采!，J寸べ主ャじ

ないと決する学況もある 1:{ 他方で、 ~Z.ì't:者(立遺留分制伎のを表をこ

のように与えたカ i土、 戸述し J 寸法的からはっき行しな¥!'" 

最近、日4、においても、この時恕¥法留分事!J!笠に"する>1.解)は

な戸市11とな，-)ている。つまり、'1)遺作{分を均分朽続に恭っく材Elセ

利宇平等に'+:'見するものこして、彼杓流人の処分ド1FT 半件、相続の'.+:'見

幻制約と見る学i:l44と、 (2"迭問分ポj疫を怪史的に:立五産維持をはかるた

&うの家族主技t';!:j帝Iji支丹して、被相続人の処分千南 側人均財産権のも~I涯

に対tる制約と見る学市(辿具);1':;、こいう つの見方があゐ!ヘヱの

ような理解は、 Ii+民法の J歴史に明係Lている T与わも、明治民法の l

では、遺留う了市'J皮 l 士、ネ\'tIrH主人の~jw悦処分による家iW o)減少を制限 L、家

督相続人への不肢の集q-rをリ的とするものであった。そのために、円子、の

通説が遣ig分，と家況判ijキのための依J支として瑚向草子ることは、i:?'司、であるc

i述のずれl誌の学説が戸及したJ量腎分の理問の巾で、 1:3:'永市J院ない

し家廷の維持l土、ヨ本のご謡説を参45と: -f-ものであろう n しカし、結論

を 'Jt~x:れ 1 るなら、こ 7)]'日 iよ itFLも':'$氏岸氏!l、の遣刊{分には叶iて

は1にらなし ¥c，王「、日本における「家制j貯の維ィすJ 1;1. rド丙で{ま観念で方

1 ，:'と尚立 γ継示日、諸国 (R~tl-H 版、 ):. "-;;'¥'1')合計ヘ頁、陳-m*古宗埠:
1ètOi!，ふ共干~. 'f¥.法継平和詰- ¥ 民主局、修訂 版、 。:JiL1;:) [主宗楽]
八七~三八八貞 3

1-'-'; 毅炎料・戴ちf，i(佐官ヰは総本件、JI (:'1賀山Hk-，一九へ六年、--_.._-_:，-j;!ミ{

1'1-'1伊藤旦可 相杭ij~ ~合斐i司、-()つ λ| 五日。

I+ S 巾川吉之対嗣了注釈丈J、~，26) は続::i 企迭問、 h七 年I 中1(;宇]

一日正 反 l↓l}l :再よft1J 京久雄凶相続法ぷ I'~ I&L， (千j斐沼、 r-'CiC)イ1)、

リl六~六I!':L仁し

l tF JLfよI↑1チ 各市内テーマのk信つけと河注九 久辰吉政編集代表 r~2i言と

J霊常う} -，-'s・ill伺うj-;1 (11本百干治サ、 コC -{j--) 只や参l出つ

1311 ~lìJ、 Síl;;'4S~)24S ヨ



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞:)、の機能(2

ないものごあるため、立d-、有がJだとし 2い l家市l'笠の維持 lを:念出にし

てiE771分制I立を導入したとは到底与えられなl，¥"名|詳波守ると、そも

そもロゃにおける 家ーのtn;!:;念;土、市岡と lzvtなる〉日本 il) 家J 立、「形

式的(思作されたる家 ;4i-といわれ、人々の築制ない Lその則差じとと

まらす、それ以上のものが台まれにいる日本の家i上、 l家業なり家名

なりといろ』有の司的が人々の![死にか1j'J;コりなく存続し、人々から|品、

身を要ぷ tると同:[:#にまた人々をその巴忌を浴せしめるような、ノk;iWeh告

な日つながJi4":JJμわっ七V'る K百1才L;工、河口土記、自の目的をもった機構

であ丹、その名の下;こ何人を集枯しといた、ここから、家を継ぐという

きち~;念、そしてt君、を矧いだ当 i'n対と責任がつrずるご京の物rYJ某!珪を法

投に細分化ずることは、機構の稔n宇 f~ くするものとしず避けられなけ

れば争ヮとかった、こすし(:，tずして一、中川には、このような lオらにつ<Ji: :J.t， 

仇されたる家の絞念 J が千7右てしなかった。家は:---58.山内機構ではなくし

て、億人が鴇族関係 司じ男系のUIを分けたこ ρ う同宗・同額の生:A，ふ

をる~njをとして結びつ l '¥ i:ニ集介休lす 5ない {:l'i立の宇:説もまた

よれに資lC!iし、「わが:下l伝統lJ、 の「家ロ J土、ヨーロッパ投ぴ円本にお

ける封E:'rl]な包が濃い戸家J と判|達し、永久存続の告義を有Lなし'"ま

三、「卒家J と了分家みの区別もないったfこ家浮の分説によって、 つ

の u永 lJ土数簡の「主主I に分イ七千るのである l'号 1i土淫必 IY)牛治共

同体 Fあるにすぎ毛いjmと述べている日本でv、う窓!がにおける家業

7)詩企:も家手':[0)在日ぷも、Lj.Jドiには存存しなかっととすれば、そこには京

音朽九十宇るという観念b王7こ/fAld75なかコたJ1:i' 人々は、虫ずじめ

伐のどこ::'íす泣するかという白然却な ';i:~; よって、平等仁、 どの今、

族身分を動力、 1~ ;;J;tく以降せられ fiペこのことは、 '1'[F}山奈の必子、1

Ij'; 中日町 中 UIの京丹精続itc1玉l不平公雑lヰ G~() ，; 九八年)

!頁 [I'III;'!，';j、常'1也論忠清志J 山波書台、 h二六判所収、二:JI，頁1"

1，'1)滋質秀 ー口国軍張詰ての!ι甲 1:9.11正社、 つL六七年l六一豆}
i川A刊G滋質秀こ l川:'r刊k叫;家杭桜、士渋長νωj貯
l 川lいL 陪隙II杭花芦灸ミ 首;宗:二、楽 郭引乱か」パて恭J共b著 「民yυJ説説J試幸新計:九 :三:叉己百);:i児Jヨ:、 惨丙討i三十攻b、

'"γ，勺ノ イ刊1，) [兆L斗主れ了石棋3共±炎]止叫.1 只

l.~'滋賀秀一 1[，同家佐~!;C')I京在』

iミ滋賀元 づ印国家政王の18'J:i_t;l.JJ

二日社57(仁 4SJ24三7

L告IJ7:t十、
[印J凡社、

ノしノr，-__!:~ f:;='-j 、J、豆。

九六に立;、七p.，) 

|位l
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tc;¥則iこも繋が Jている 家といっ独立Lた118';を件、制する際協が干7

1"Lないならば、この機構を維持するために対肢を集l↓させる必嬰もな
いっ家は人と対庁のせ:{f~;4.，に宇ぎないため 能成員はごの策fT科、令制悦

ずることをきっかけと Lて、白己の対立庄の持う?を攻り戻Lてv暑くじそれ

はrj-T国語ごいう l分家 l、すなわち、家な u￥し家産の分氏である υ この

ここは、 H本の 京の相続 l とはまったく ~II な概念日じある。

中国(ま家庄の )Jri~にあた'-，て、紛UE主的な均分;支をはっておけ、 11本

の l 本埜相続」のような続長?義を採っていないうとな寸，J"なら、中1-1'1に

ほ独立機構のような I家Jか/1-1トlオず、家の討烹を 人に集?ワザるょ

っな五官相続出 I主も存イJしないか(:，である c ;.1事('C'ミ!j:O)原J;!i;;止、心、統Gむ

な ，n;1ri少のみならず、大出民社士前Jt?~から上-ft. ll'民主とまでずっこ貰かれずき

たラこの!!;ミ引は、現在われわれが}~~，;Eしている、 1なわち純件、

たる財産のifc継にあたっても保fれて¥1るのみならず、 l相続Jが祭刊

の立はを作った時代、 Fなわιl京政継がく にお:.;l-，ども変わるものでは
なかった U13 次長伴草荘村i絞締約 • ，ご八条)k

ト7主通り、y"1，'1には円本山「家」がないこには異論めない事実で
ある、 r;-l 凶における lû; ，~:tt財の家は、いずれ日 f の数 iこしたが) ~C 細胞

分裂のような現象が起主る I(機十比一ヤ肴放のような)家 lを湘にするこ

とは-Y;去られない 1 でのため、産情分制泣の意義ヰ「ネ相j肢の維持」と

いうのは、中[EC)*の分裂・繁討の事実~~.A'盾している c ]，壷カに、大清

氏倖草案から現行i心j;にゴミるまで、J室料分布1::;むよ条文上、彼花続人がf丁っ

た3室町lを追腎分減殺議ュJとの対象と L、その異t1':が終 J告処分にふって外部
省i討L品寸ることを功、ケためのものごある〈この 氷〔とい弓/十i/iた:，，1

イふj 内外への財産流m:Ui止l機的lよ訂めない治、このことは I家の対琶

を 人の相続人に集 1f: ~l0 に析がせゐあるいは つの集台仏として保存さ

せる」ヲと手ある「家判伎なしぺJぷ IZょの ;~tr+す」と同 促きれる d穴~* -ê~，ま

なL

次に、 1hzにヨ棄の使い方では譲歩し、波留jj'宅{1支の I外部者への討時

;束十hl;;~ü: 機能が であるという考えん J 二安t~ ずるとして

l.~'，臨1l}'C了湾 l弓憶調弁会編ケじ了碍私法 第一巻下~ (;:;j!; W~ 白滝|円償請六公、

九 イ1.;五団八九

IS:l[ ~lìJ、 Síl;;-4日))245の



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞:)、の機能(2

も、 )gi-~ に法自分担]肢の成立当時の社会民J な 1九iX(.こ鋭r九る〉、や:よれ r-J0 

H花続人聞のとド等;がその宣告三な機能であることを きな'v'" ;--~ 1本

的い{土、司法]!1;_~ ----.-f:': ;'-:::P暗号解釈の巾請」甲11'から、当時の法

LJ分の意義か従うことができる r すなわ九、 プI凶 A年の勺的、「司会

一肢の被相続人 fよ依然として!f~辱女~ (j) .r;;'l認を弦〈狩ってお;')、女子の

相続I?，;こ反社しているそして、仮花続人:土弁護 iに劫円さ 1L，ILuij 

処分ご九部分の財産手 I，JTに移転し、遺産iごめぼしし、ものがなかった}
牛11'1賂ヲi士、 一年p;二d下第七凶一号市i事((役引 G-:，4氾;Bを室長H¥{) に上れ

iよ¥仮に弐法第一一じ一条 l特別受託j に設当ヲるとし ζも、被相続人

が遣必に幹人しないと忌古ぷI(、す才:工、主主 乙一条ただし言;01)01，定を

巡用すべきであり、 I宣伝分という制限を加えるごとはできなν~ごのよ
う仁被畑続人の牛r;Ij処分をすべて認容して Lまう r、IJ~ii 所伝;記長 l土、

ニジ〉辞釈をflJrH L、ぷの財産相続権を侵害するこ炉が予知されるハこ

の結果;土、 Lどずの情絞悼をl認めた民法のリ出応旨に):.:t， ¥に悼ることにな

る J そのため、記訂者l之、院すでおヒ凹 ヲナ解釈の妥、f/，，:主 t:~_ .rコ， 'ご、司法

~~L (/)月ip釈を求め7¥1孔 ら、 iiE留うナはkチのいん:十日f主権内1又百芝

として位置づ(-Jられたことがわかる v つまり、遺留7tl土、 1，，1じく Yム

テE花続人(こ JI~"1 る立11 と IJ， --jこので苛?を)尖るための :;;1]友であると考えられと

いた だからこそ、女性の村l絞権寺保障する Jj;;士こして、 l主主人が牛

}IU、男れの州統人にお守したものを、 1設定1こ針〔人L、退官旬、減殺清水の

).[象とする続案がi討されとわけでめる c このnjiよ院町釈がト 3れた 九

:iL: 午IJ 民t土地行の /コ午絞であてユたが 当時の人ヤのtit習分;ニ対す

る述解(土、おそっく¥'/;土白ーとはえほと変わらないィ王者が繰り返L男

女の、!ちを3王子丸寸るのは事天守ある。 点字こご、男女のド/.'.，を珂l刊にらieo'J¥I

するかを与える際に、滝川分市'1反が「女刊の相続絡を保誇するための長

イ去の町l の子ι(Jである三とを在日、したは寸「である〈総じ可いえば、cj1

$R川氏反の遺科分は、 11初から、十~-H主人 l品;の、 l'等に ZF 号するものとし

こ考案されとといってもよかっうが、相続人間のytXという安素こそが
"法討のキオての関心であること 1二府怠わ¥きである 1"'1

1 イ 11余あるいは月言:j~<; :f~正笠也 f\'i の it，J jを阿ろうム〕て、「本当続tjJ-l;肢を町、わ}手

F主治的f-{Xとして用いる l と;"'15でき俗、このように、 F円絞y去に他心)J非公や持

二日社57(仁 44:>) 24三日 |はl
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他方で、もつ つの疑問{止、被付1続人が生前、相続人でなv、第 有に

陪守したも 7)を造fyj分波紋請求の).[象とするZ4史論がM故存存しなかっと

かであるれこれについて、 ----. -f:': ::.;t字詰 ;'-:::P暗号解釈の巾請」甲11にも

わ|の[11:答があるにすなわら、 住kぷ:者1;1で:土、 i!ce相続人がその則差を

a-、ノトー十jft主人である子iこ'}λ，1ヘ他の親友又 IJ欠益凶科、:こ隠!j-寸ることは
多くられるコ~./7:戸し、このこと以、 ~i;.殺の }!f:，:tl1， ì} び家扶務庁まだ以~J

くfIdしずいふわが国やは稀1である第 きへの~~1 前軒償処分がそも

そも少士かうたペ村、治 省J¥しっとドIhQi5!]-を迭問分絞殺請求の去す象とす

る日聞は見当たらなかったしすなわち、被相続人が貯売を家主主以外ジ)/j

に与えるTl慣は '1リにはあ主 1")ないため、;吉村分市!JJ込を設計ずるFJに、

法定相続人以外の芸への贈与はは洛ときjしたU ごJ!で「相続開始前の

;正問聞にとされた唱う及rY遣問分権利昌を害するこレを士」つてなされた

以!:J.J を迫留分減殺訴求。〉対象Jすζj条〉しつまれ万本RiJ、主主ー汁----::c

条の 4 うな条文が、 l ↓」来以内 I亡、式に存在しないことの ~~~):l ノうすっく c その

後、 h， -j二 LL年に長法改正が議論されたきくじ、fI筑間 (~Eî 前の 定邦Ji7n

:)'1に、相批人以外的人にノ汁してなきれ子治ヲが豆留分をう之7，:-4-るお合的

対策 J はようベコ〈制兄皇制されはじめた\この経緯から、ぷ:白うJ'~土刊j日

当時、 l遺!主の家ltE科、の前-fTへの流l-Hに芯Jtる対抗策 l、 子なわ tコ霊

仕事米侠である件定判 1#売人ないし米のアォ(.，-~情促すゐための千段 l と[て

第 義的:こしで惣定されていなかったこ Yがわかる

以上の一てつの理白、すなわち、第 J二、 l↓l.:tiO) 京 乃沿 1味・機能と

日本のそれとは栴返し、したがって「家制慢の給付」は笥念:で主ないこ

と、お :、副主成、Y勺町の和会均斥豆、から、中iicRI'1民法γおける宣

W5J'信1，従の;主義を l家tlJ'支な ν、L家声きの維持!と;:f;1解するこ〉{よ'R当で
以ないコ，'.1礁にいえば、\'r:d~C) ;r~-か ι 這ffi分相11立には I 相続人闘のギ等

維";-t"Jという絞詑が 1"要院な汗問とえれていたっしかしながら、ごの三

とを+~廷は全く意識していな ν ミょうであるし現在、相l続ないし泣i「許分の

宰!El恩テム叩L込むこ2はl会Lくない工うである J 商品代「 忍沼jf市:j;f[O):q検
討(J.) ..1法学協会?九七一存九号(ーむこ)六年) ー頁{

i オ司法n" F't部上~i壬 -ii)~ヲ引き， 1 妥員会漏れI~ 半h'CiI民法制定史料法f輔、ト} ¥ドj

iJtJ政郎、一九仁六年;ノし仁八弓っ

lSfi.l ~lìJ、 Síi ;i '448 .1 24fi全



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能(2

初予が増えつつある '1 で、古汚ごも ~~1省分の立義が児l肖される必要があ

〆コつ c

3調遺留分前'm室の l童話j

~f~分市 11量;を説明するにあたって、従来の;iE 而JJ こ{よ、 ロス，.. k'~ ッ

i~~! 0) 義務分J とゲルマ〆・ノランス-!:i;~~C') r滝川分 l とをtI+!.-!:i;~~ rYJ 1;;モテ

ルとした iで、阿国の遺13なおl慢を干の つの典型的午宇凡からの[l制

U丸明する傾ihーがある lにこれ:上れば、 H木の遊間分川j度は J寸 マー

i、ノツ r;~l.の剥佼〉ゲルマン・ノラ/ス引制限ジ)r[ ，間的なイ'f]'仁てあるとい

つことになる:~7 でしま、介考0) i宣ff分市IJr_~ はどうなヮているのかc

r見干?Ri去の遺留分に均する規定は第 一 条から第 五条まで

守あり、ゲルマン ブラシスt1!0)浅間分ilr'J[引馬1ると一段的lこ考えら

れて vミるみのWFi1は、民u、はiJ、定相続主技を j~Jfjして、全てのiJ、定

相続人lこ遺留分を与えるロ法定中日制人はその相続人の資併に茶ついて遺

留分棒キ有する r す与わら、法定111続棒i土産留分棒の基慢である、 した

がノて、相続ノベ絡または十月九tj立女{第 七千f粂 frH石の-J/zy=はノ↑刊紙:#1
始時に沼山て対)Jを1:ずる，) 0)制i続人は相続開始時にポ続格を有Lな

いことになるので、遺留分十王も fjしな ν、っ次に、 i皇習うワ、は遣庄の一部で

あり、ょ量産の[， L: るものであるかっ、 i重腎;子古¥'':rl:吾さ礼た滋台、

jk還請求び〉判 60~J J(I:則として説i辛の;i:J;!物に以ら jl る

也ノゴ、よむよに!よIIJj..丈がないプJペ ド説の A.:~，七分 lよ、口ぃ マ・ドイツ位。〕

{山l 自主弁t~: 1設に;g:-bkじている1--，:'そのよ01:1は、家庁の概念は徐々に浮め

l市 jQ，i見f土551 辺部分の学説と半11i71j 事、除くネ会とは、>--JL j~ --)けて年)

1t.-TLRu 

l:i~ 以;留分 ::JIJ!ぇ ι詳しい考察を可11え丈一え紋 Y して、ぷ 111院と '1イ、j主v、具の日
的宗tutl 凶Jえ弘、 九五['1午七員以上半 y-@(;、l;:; 遣弘J分 )J定(1)比較

u、 rY， li十'r._~ ìl~'T'説会計誌六八をしゴて心司勺"号刈了て一岡山下、六ノL巻 f

九 J 年; 日 六長以、、 :__..-1 八片山、 |\i'~J 本年EZIRjrF立F千九、:~Ijr主的

研党 Ii虎丈宝、 1Iノ一、 1，1'-) 八九月以ド

1芯芯掠 f住居:法担義.内羽白]古館、 土 台年 e 七頁}教炎埠 e戦車捻 1中

と:'11ド不法， (巨費山攻、 九八J、':1一 円。以転手と・武-;-::~ . !f~駁 Fi共共~'.tÇ

辻、説者本新耐 J [三Iミ711局、修司三lほ 口、)_71_主[ [黄'，-h:-~，、]三八六 ìi '~ 

二日社57(仁 441)24三3 ISGJ 
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られてきてお :'l、i!t世うJ市1'笠の 1;Ibtlよ、家戸至。ノ宇Ë~すから法族の生活保障

に変{七Lたとして、(苛千百斤債のほうが便利でかつ造門:こ表現3れた波花

料人の吉思にもかなうからであるそのため、宇治は やぬの造問う3、政

皮はローマ・ドイア主主の特jf立をも叶びているとで司王している似しかし、

仙石i:::-1f1'J向上あくまゼも行九 L有力没j グ)ニ張にと Yまlノ、それを肯定し

た長 1'0'j~:入院の千I1I刊はまだ存子干しな 1" (ilじ したがって、このことを初日叫に

合ぬの遺留分制定は口}マ・ドイ、y型の特慨を有寸/Jと「え時二寸ることは

不透切'Y'あろうー IJjにそう _TÆにするなら、 fl止の ~Jト拠を弓こすべき'Y'ある。

つの7がかり;-して、羽行民訟以前に{T衣した大門J主体中案と築 学c
[(律草案の条文;止、河領j"1止を之持ヲーる根拠となりうる。すなわち、六

{市民lt平洋;第一五力 条は、「遺留分権利きずjìk~殺弓為ス場合ニ於テ受

浪者/ーハr二贈者ハw防ノfrll桜ヲHl白下ヮ)京'1討ノ返還ヲ7UJレルコトヲ得ラ
t規定しており、第 次氏下f<:平実第 五心五条にも!司橡な条よとがめる I

jj涼弁償の条文:立、その{去の法制討中 J会:と現行民法には欠けているが、

立法史の研究宇圭じて、解釈 l、的態弁f告を正、'i1乙するi-q能性がある J

しかし、台湾の税引l:(;)、においては、 弓本U)(，山領有償・立留旬、古文守きの

よつな耕 (;tイヰ打せず、品1、に判例もそ tしを経-f~:'[IJ( こ認めたことはないU

したがって、当湾の遺留分制芯は日本のそれより 崩ア)l-'7ン・フラン

ス型L:泣いといえぶう u もむろ rυ、 このぶうな =i~， '}j~土、 J14 なる伺の萱

egうj'it' 反を j距 Wf.~ や寸くする f めのイメー :) :こすぎない 学説が指

した通り、現存 あるべき理詰村~i;~_ (~刻字・規範を マ四円
心何戸、

このt(子羊.，fJf I_~ 認識への丙十人(-fJU /:. ;工、ザイツであれ、プラン λ であれ、

1::;" 七 lL) 様?継丘、法論巴 UI 背LU~k 、 九六六平 i 下 7什八頁 陳相、炎ー百宗楽

# ，IAU'，共f;-;h:i王収不新前， \--'~吾同、修訂ー版、 CC五イ) 1主i、京、jー
八六三八じ日し

J((> 車工夫J時 裁東雄官中1'liIUj'ziL，(汀fi山;j:r;:、 九 J、六年) 訂以十台:炎

まじ了、来‘郭振恭共告 ~R;;、継手折;企ーよ己主同、引事1':一版、二ひっ/;''T-) 前

子三楽] 八七良川

l川 ;;::j川川i行川i河1伺弁償の"リi古に三ワIいてつfえ仁た卜?級級審裁山符何lUlはま つある、?斡rヘ、F汚ぢγ向地ゾ山J王

与涜i八匹年託ιF入ど4乍;第車一f力1号T刊lリh決」片tとf台了t諸ヰl同〕迫J等d
事2ケ0の〉一司堺τ と一 7昨毘J である ;-ilJ 主において設汁所(ì1~fr~p可、棋の可州予ついて叫胞

な匹見を示さなかっんが、後ずにおい C裁判!jI-:ょ全間的UIE在日irfi;:説を認めた A

jS7j ~lìJ、 Sii;;'44t;)24SZ



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能(2

その 4うな典明凶J主制度へY沌fL'-4---"<きは:ttt) よ危険ごあるわ 1ことに包

白、しなければならない口

4調遺留分権利者及び遺留分の率

(1) 遺留分権利者

'1'土坊とI"IDW、第 一て一二条によれば、 IJ二--相続人の ιてのす?が湾ifd分

権利者であるのそれには、被栴i佼人の!白jFミキ属、父母、兄F忠告:JPi¥祖父

母泣ひ ~c:出，g が含まれて t 'る U

(2，1 遺留分の率

遺訓告、のJ見定として、 J12W台、九体がよ室;lt'iのM分0)々 という出;言。〕 /勺

と、各相続人の遺留分がその相続分のHうよの という規定の仕方がある)

や湾のf}irn:('i'去:立、大清氏{下ffえ・第 次氏{下芋家反ぴ日本民法とは異

なり、 ~H、午JlQ~留分主技ではなく、叩日 I1 内 1出世分王誌を採用している}

この河者の芸l土、 i';I{{f分権利者の_+1にle絞維を失う人があるJf7j台:こ現れ

る J 全体的遺習う子主誌に-1::i:.， ，てはその苫ーのJ宣留分:土仙の遺ι守沼、権利l'nご
帰属するので、被 trl絞八の判 1:1処ヲ了できる部ヲ了 J土変動を生じヨい司 rgl~

r内J音留分主義においT(;iその者の賢官当分I，lj主的j主主主分権持者;こ必君主せ

「、かえって被棺晶:人の:ì~ヰク主力、で主る部力、はその I;}{PXでよ言える c つで;五

は 般的;、このようし説町 3〆ている什 ヨミたしてこ 1Jは論理|

結と vゐえるのか 台1奇には参考tなる判例がない これに対Lて、日本

7)達制分iよ士咋1'，むl室Wi分↑義であり、 「級者裁判1 は ir~の結論(共

同十号九十人の 部が用紙?と収支いた場行l二、後りの相主:人のtit習分は増加

するJを支持したが、学gi_L(土異なる埋断がある J すなわち、三本民法

第 0二八手たのtfi留 jj"が、せ~-i jI告1'1-' グ)j:~!i'~言旬、とド11)1 jj'-の江子を示すもの守、

立与 の四百条 l第九つつ条・鉛九つ 条C')牟 J11)に4る滝川分は科湾ぺli

i札初日fl男

JL了て同u
l円ヲユlLjJ班

点振恭共τ苦

yし+頁{

』貴t古う'J~O) ヂ説 τ'ril 何~ ~考~l!Aぐ手工会と法〉 門 /¥f、
ノLτ7 、、

e!l*丸法論 (1m山版、一九ノジ、午 .1.::t¥ 一立日|地棋 J長・主主)';~~-2・

b~i去が耳、新ú:;:; (:::=l"-~者二時、 惨，j 版、 一仁i8.Ti.{:-'-) [，~ι了、米]

16'1った攻怖判昭和j、c:;(1ー)j 。1t'lタ五/、ひ号 !M~_~l t1ハ

二日社57(仁 44:J) 24三i Ig21 
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うJ権利芦の何人的権利。ノ討しの割合をノドすものと解すれば、丸一川相続人ぴ)

手Dt~i)j~ 烹:こよりこの:昔乃包，~:JrYJ遺fJ 分に周 1 べきであ〉た部旬、iよ白出分

と同fキ~~のものと~î:' i';、百説的l二戸 11分の宇、合辺、げると}号M'えれてい
ヴ lベ1
1，-';; 

現行法行よ~fQ分権利書のj:~!i'~言旬、の子{よ、下史杓殺人との関係の税密!支

にょっと異なるじしかし、大i前三ff革案・第一次jii侍草案にはこのよう

な区別がむく、 伴i二遺産の うJの であコた， .ずオLIごせよ、民法第

一 条仁よ才II王、直系甲局、父母:及び配何者はそのm続分の分の
であれ、正弟姉妹、但;ミ母の出世分はその干11続汀の うJの ごある}

したがノて、遺iT分の日Isえとして、まず相続分を計討しなければならな

い法定相続人とでの1百七lfl土、 52法第 八条:規定 τれごし、る u す

なわち、 I~'Ù産相続人は出偶者を除き、与の;llê.序でめるラ一、直系守広一

一、父母ハ一、兄弟"ij:1妹ハ問、祖父FB:j，そLて第一一ーで九条にJょ I前

条で定めた第 目白併の相続人;土、明専の-!:5:-t¥ずをjr::にする lと、

:ac条には「第 八条ε定めたお順1-，:'州統人i土、社|続開始前l死
亡し子町主、 又;土柄帯主権をK:l-、Li:ァ y き、白:if~ 申 l需がその昌一円相íFi\:ヲ了を

ftS~ :...~て利 1~f，Cする」と、:;r; '[S 条は;lu; 'JI:長i立の相続人が数人しる

?見合、人数に応じてt'J守恒松宇る。刊し、 itLの法律にだめる者はこのijft

りでないーと規定している I さらに、気 百四条には「同日{問者はTi"い

に迫1m十円続の柱禾rを有寸る その訓1#.えうj'(;I芥，(j)卦J定により芝める ー
第 二人条℃止めた第 jl]fH，訪の相続人と1，時に甘E絞ずるとき、その花

料分{計九の相主介入と桐，干しい代二第 八条で定めた第一あるいは

第二照{すの社J続人と I ， i;ff~n 相続寸るとき、ぞの相続分は遣i監の 分の

一 第一一一八条で定めと活|斗順位の相絞へと同時に相続する;さ、そ

乃花続分は湾民の二分の目 立主 ニ八条¥い止めた結 から拝~~;I:r{

伎の相絞人がいないとさ、 Eの相続分(iALr去の令部」こ混宏子えれている η

~主の;R定l二位コいて百|笥 :"， 1 結果、名人的遣問分は以十の通りである〈

江ノ 配偶持

同êW0苦手が単独材Elセすゐとき、その朽続分l土 i宣 !.~f の士誌であ l) 、;富十守分

は遺産の うfの である。配偶苫l正被相続人の直系午減、父母、兄弟乱|

i州、伊i宗門μj 司相続法"' (Jf斐司、 。。 ィ一七 九戸
lS~J .I ~lì，t;Slí 日 444)24S0 



台湾法での千円続の沼佳における辺自分減殺請求の機能f

妹、祖父母と共同相続するときについては、玄:(]j.逗)0)-(1主討する。

(玄l 直系卑属

被相続人に子A.B.CC'人がいる場合、 A.B.Cそれぞれの桐絞

分は遺産の二分の である。遣制分は二分の の半分、すなわち遺産の

六分の であるηl白系中掃が配偶者とともに桐絞するときは、配偶者の

相続分は他の相続人と頭割 l)で計算する。例えば、被相続人には了二人

と配偶者がいるc 配偶苫の桐続分は遺産の凶分のーであり、遺留分は遺

産の八分のーである。他の寸乙の相続分も遣制分も配偶者と|口i憾である 0

父母

父母のみが相続人であるとき、父と士まの名人の相続分は遺産のて分の

ーであり、その各人の遺留分は遺産の四分のーである、父母と配偶者が

共同相続するとき、配偶者の相続分は遺産の一分のーであり、父と士誌の

各人の相続分は遺産の四分の である cそして父と母の各人の遺留分は、

相続分の二分のーであるため、 遺産の八分のーである c

ぬ兄弟姉妹

川弟姉妹の遺留分は卜記の者と異なり、相続分の三分の である。相

続人が兄弟~IÍJ抹四人である場台に、各人の相続分は遺並の四分の であ

り、遺留分は相続分の三分のーであるため、遺産の一二分のーである。

相続人が配偶者と兄弟川抹四人である場台には、配偶者のキ11続分は一分

の 、以弟姉妹全体の相続分も二分の であるから、各人の相続分は八

分トの であるコその遺料分は一四分トの である。

⑤祖父母

相父母の遣制分は相続分の二分の であるし相続人が父系と母系同hの

祖父母である場合に、各人の桐続分は遺産のいq分の とあり、法留分は逃

監の て分の である。父系と母系同庁の相父母と配偶者が共I，'J相続する

場合に、配偶者の桐続分は逃産の一分のこであり、祖父母全体の桐続分は

二分のーo ?千人の相続分は 一分のーで、遺制分は二六分の である。

5.遺留分の計算

遺留分績を主主定する方法について、民法第 四条は「遺留分は、

第一一七二条により言十賞した相続すべき遺産の中から債務額を控除して

主|鉾する」と定められている。第一一七-条1川は遺産分前の~;;~(.こ、相続

北法57(5. 44:;) 2449 [!)oJ 
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l州

おま子、時の寸ドi戸空祉、に特別受託似を JJO よる税í，-~ ごある したがって、第

口元

一四条によれば¥ 造tJf分岱メの亙礎こなる;司法 I (i)計算ノゴiJ;!よ、役

相手jh人が桐丹苛iJ#;，こfi!〆アニ日行列よ、く別受益財庁長加去、 戸ら'

T主務傾を控~~する、ということである J

川算定の基礎となる財産

柁絞開始f~の肘 i活有1

人が行った遺憎または室開と同視できる冗I2Jp日与の日的財産

は、慨にこの財産に含ま才Lてむ 1)、さら仁川賞する必安治、土しミ 11''/ _/_丈

保険<1) ・ノ、得ßtè号制の解m~ こよる剰余対売分配訂求権・ ::L6T1侵存による黒

岩強位詰求+fj~なとは遺伝に/丹人トヘくきか47かを史にt)t~-J ずる必吹がある。

A. I柿主主と北亡JJ~#k会・遺族給付

;府負担ギJ.首カ自己ぴ)1Ej続人を保険金σ)-受取ノヘi~;託したぬ fTlこ、被保

険者である被十円読人の死亡にぶって十円読人が保険会を受打取るのは、保

険契約による受与え人の有~j の請求持に茶つくものである u しかし、生命

保険~*iJが、実fui-:l は、貯蓄預金と Lての宣治宇ももっていることやち

えるに、保険立主がtrl絞のルー.Jl"を避けつつ財産が総frH，主人から匹按州統

人へ~A人することは、 ;ピどに，'itJ甘されるおそれもあ j'山り、

と再まし V，結;t~~と:止 V，えない「そこで、生命保険金を杭別受誌のJ: tコIぇL

対象とするか、及(f生命保険余事遺骨分減殺の基礎とな。m-~主 l 二主主入し、

減殺請求の対象Yするか主円万三1一議論されている日 台湾における生命

1仙 (第 〉言)社i続人のぺち制j油開始FI':;' ，~:結婚、分居又は立業に上っ亡伐に被

相続人か乙J1jJ'!の町'{与を受けた苫があ;~，J:gj，ci'"は、そのlzf与価額を精彩:開始出しつ

依松杭人 j-íl のおw:'にれえたものを誌が'.:~I 烹と守ベラである 1J:! L4，定相対人が開

ワの時!こよれ C;えノιのd恒三女-j、を Lたときは、ニ ιワ日PJてない，第 1主/苛
哀の贈与fml額i正、選主主if14ル引、そのね何人の相続うfから色位、すべきであ。，会会

J];D贈当岱討は、拾う川の価値に上 τ て計:~.')ゐ

167 1;以\<.汲 i 問於R凶ょた決断唄定的tl いJjfよ叫究-'t~， \i語、継7~(~主恭平1I民:L ([1 

貸出版、 JLじふ存)リゴ七三賀c

l同 4k安保・ :CI:九校共有"f}[校法・相続出(け本;f-&言おl材、一九 j. 年)
以へt向、

le 中川主之同宗久雄 l相絞;土L第E"I~iぺ;， (;(j世間、一つつつ L1-~，一 一
円。

l01.1 ~lì，t;Slí 日 44~)2448
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保|殺の 1~~~;主金lよ、 1~~~;わhぴ)税7ょによる Y 、受 i;左右がおだされていない場

合には這佐となる(保険江、第 一条}::;主ィi王者が指¥l:与礼ている場台

には、保険ィ[:は造時には含まれない(保持、 1士第一 二条、1. こjしらの保

険法の条文から、直ちI:Ri士(土保険金仁メすする持更しと遺併分減税請求

を認め主いとし:う結論が存かれるわけむはない。ただ、 34jAよ二に相続をめ

ぐる このよへな 1 切られないため、子111月や学設の与えノプ以ま

té ぶ時jである}なお、遺産及び贈午税法第ノ、条市 h.号(止、~-'l3約により、

伎十，~続人死じ:， WJ に、指定さ才11 三五I~ 者:右、十l する止命況、険堂、て7 人・公

掛 H. J土民、労常子守または Qf宅保険の保険金及び互助金 j を法売の託、~f~

に持ノ、しないとしていゐ。この/::，(手、 υ本の指針ね法の胤定(主主一条弟

長第一せ とiてなってν必)

その他、死亡退職金kつνゐご、 111.人撫位条例第凶条、公務人口拘岨法

第八来、今校紋1設周沼恒条例第九条J土、死亡証協会付七亡込税金)を受

給する選投の;I~HI長を、次の 4 う:こ定めて~ ，る u すなわち I 父母、配

偶者、;1;;及び手口別した自家， j日 L~êiill 苫ーと予 l~，~1j Lた妓は、内姶し fいな

L ミ者に|な~;;;o - t丘父Ij投ぴ孫 未成仏あるvぺ土成年であるが労働

能力のない元弟姉妹。 zg 扶養を受けられなU 配偶者の父月、担父IVc J 

という IIf!Li;であるつ労働茶泳法第有 h..J条橋l'ペ号、ソj'災:こよって死亡した

;;-1'ii!古の遺WIニ討して、職業災害術館主トラえて， 'るにそ品，~i害者の1京序は、

1(-) 配問者シチムコ{二j父Iリ。【=;祖父 il叫)孫れ(寸) !!よ弟

姉妹コ J となっている。これらの規〉から、死 Lli1試合ーは t:"i~ ，~れてい

る予給権者が丙イ;の資格でほ仰するといえる

室校給付 l つ~" .'C、ます↑長捻;:-~~~5 くタ[こ j' 給付を品!t飼 L てみるじ

以|治条例第六千T条{よ、第六7で条 ("9じ亡袷イ'J) と第六11<条 1労災による死
亡軒i1寸)の給付 lこりし Aて、ヰの湾民 l範洲とil:f{序は上認め l子i倫);1.、?伝子J、

t円台九条第 IL:号と同様 f:'、ィ;毛と兄弟祈]妹(;:、核保険者ぃ扶支きれ'i

lll; J本むj相続μ、第三条第 マ只i;r'5三せは、「予;相続人の必亡(こより也統人そrJ;

111;の省が生前叩|換契約の保存青山 λiょ;日~:fえ完封契約の保険令ヂ取得した場合仁お

" .， 'C(.之、さえ訟似l:t..:1:(i)λ ち波相杭ヘが負担Li.保険料。〕全額の士'í;汐;l::~ヲに好る

保険判ご被相続人~)死亡のη までど、 c '込まれたもののペヲB(対Fゐ割合:，:，IH三j
tる品分 l を、柏市売または;育問1(. より取得したものとれ位している{

二日社57(仁 44.:.) 2447 1'121 
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H附 日見

いた者に限られる)だけが受給できると定めているつ司法院大法官解釈

第1上回九号 (-00て年)は、明J(1I'に労|保険条例による死亡給付と相

続の追いを指摘している。 tなわち、「労働者保険は、憲法第一五三条

における労働者保護及び弟 JiJi条、増補条文弟 。条第八項における

社会保険制度の実施という基本国後に主主ついた社会保障措慣であるの保

険基金は、被保険者が納付した保険料、政府の補助及び使川J者の負制齢、

で構成されたものであり、被保険苫の備|人財産ではない。被保険苫の化

亡によって遺族が受給する手先は、性質九所得の代わりである c その

U的は、遺族が止1舌を維持できない鮎果を防ぐことにあるため、遺族が

十人養されていた事実が必要な前提である。したがって、手当は、法によっ

て相続しうる遺産とは呉なる」のである。そのため、労働苫保険の遺族

給付は法律の定めにより遺族に与えるものであり、相続による取得では

ない}他方で、軍人保険条例第六条は、「込役及び障害給付は、被保険

者本人を受話者とする。死亡給千jは、被保険者が木の親族から指定した

者を受益者とするυ 一配偶者u ー 了女しー孫υ 四 父母υ Ji 兄

弟姉妹。六祖父母。」と述べ、受話者は原則として指定によると定め

ているυ 以上のl貴族給付を遺族凶有の権利と解することは回然である。

しかしながら、受話者を指定していない場合は、同法第八条によれば、「死

亡給付は民法の村lt売の規定に従って処理する」となっているじその他、

公教人員保険法第七条は、「被保険者の受益者は、その本人又は法定相

続人である。法定相続人がない場合に、受益者はそのJ肯定による」とた

めているため、同法第一六条の化亡給付は、法定相続人が受給すること

となる。このように、平人と公務員保険に基づく死亡給付は、労働者保

険の丈百とi14なり、法定相続人を受給権有とし亡定めているが、保険に

基づく死亡給付の性格は、平人・公務只・労働者の二者ともI，'Jじ性質で

あることを考えれば、この給付は遺族が固有の権利に基ワいて取得する

ものと解する。市人保険条例における「死亡給付は氏ィ去の相続の刷定に

従って処理する」という条主は、死亡給付の「受給権者の範圃や順序」

をI己法の相続の条文通りに解することをJ旨す。死亡給十l白体をRi去の相

続財産と見倣す窓図がないのであろう c

次に、退職金関連の遺族給付を検討する c 公務人員退休法第一二条の

、学校数職員ill休条例第 四条の によれば、月ごとに込職令を受給

[93J ItiJと57(;;-440)2446



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能{2

しぐいる;高が兆にした場合に、その， ，川'，k: (;.t に々じコ軍慰金Jを

きるが、 l遺族 7)範|叫iよrY-Jli程二いはないりとど信一項において、 l遺族が

父耳、自己何者又:立心脱午のご?とである場介に 次{i:駈慰主?と予ii~~i" Y、-

il ごと(，，~tM;慰金を J主帝人ずることができる」と心め、父十昔、同己偶者;(

成 1]"の子(j:jHi族むあることがわかる。労アi込骨、全条例第一六条前段lよ、

]Hl尚全を支給する!日;こ手EL~./た'1:;働者にツし A て、その遣按-;(:土J止とされ

た受給惟苫i主、、必職金を して受:741又ると定めたハナミ州、彼段i正、

河ごとにjfS.椛主 して，'る労働者が、 ド :1~J才に迷する :Jí; にタtι し

丈:場企に、当設:1i職金ジ〉給付は'1'11守る J 労働者俳l人のしi報公布ITI口聞

に対して治労し、残序会はその l;:~主止し土 J旨定された受給住者が受け:tN る、

と定めた '}j-Leli1本金条例仁おける「遺族 の範閥と順不につU口ご、第

;条は労 l 保険条刻第六五条と H~'ふの波立を置ν ゐごいるラさヮ:二、労

一仁込外合条例第 八条第;rqJ-fj:~，上、しiT式会訂求権のj肖減時kÍJ (五'1院j を

胤定Lてよ-)i)、ソjp伐Jぷ険条例務 亡ノ条の時効胤定(二イ?間ノにヲ:8'則、して

いる r この うの類似性から、う]'T:，(塁イノド会条例jにおけるj星夜会i土、労 1

保険条例のiE菌、治fト1:lfij下)1白され、社会保践のi注目を毛する;)、定手芯イJ(1-:ぷ

われやすいしかしながら、労一仁込体会条例j第 四条によると、 i史)1)者

灯、労働者の笠主力メ、%を;iJ:=1城市ーの口広に払ν勺入むここを要ずる。

将米、 ~fj働者がj立円取る退職金!;;;:、↑吏吊者の払主令散とその収益であるに

凶家 ~Jlii授の咋不についてf:+;~ょしているが、退職金の円以 l土、代不平バJf尋

ではなく、むしろ l貯金 lである口 τなわち、混戦主は、安JiJitが本米

う了働者に支でJ、うべく'\を ~J を貯イとしたものである q 労働者:立、使用??

が官、ρ 込んだi亘)自主主;-:-...-:;t 'て所有権を有するが、ただ笥)iJ権が矧!日」され、

設浪・迂抑・料殺または担保にi共-9るこシができないf そのため、労偽

背の死亡によって、その湾挟また以 j骨討された長約1i-者が詰;5(~e 主るも

のは、労働者が残した「貯金」であり、性質一、民法第 IJlj八粂の主

産である。ニ h~::.はお滅H1効の悦;とが適11jされるべきではな¥!'"灯、リ〉

]甲山から、午説!土労士し.11;j、公条例第 八条の規定が位、のUli<パ叶出旨につ

いてす分に配慮していないと批判している 1，'したが~-)て、混戦金調達

1，;郭T有志 労工浪1本金条例年金保険争議刊誌初予く i-ì汚立~_.U;:守'七三兵11¥

(-) C: 11年;λ;、回口

二日社57(仁 43:>)2445 1'141 
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の~~{ft弘幸色村は、花わな社会!引先 i二幕づく i!t談ir白河 Y(主何賃上、 ;'I~ なると

ころがあり、達成に認さないとは訴えしがた l.¥， 

B ノ、私1nJtfii:=引の解消による1(11余計jき分自己請求権

夫婦 )j(1)化l が夫次第 ( ) つ条の の「法ノし}村監矧JO)解消 l該

当するシた干するなら、十日続問主古とよ、に、 j、加TZオiE'.IJの高和FJによる剰余Iit

敗分I~c請求 ft-;i)守主，)寸るコ裁判!測の状況はJ況に の6の(3)'("検討した。

り返しになるが、最高法院はこの防品目、ついてまだ判示していないた

め、民法しつが;f:;'~ ~::.あえらで剥余財産は 遺産」の範|捌から除外すべきか

がはコきりしないが、法烹税法、の主主Jーをめぐっと最高行ι工法|完は 九九

七 ij:の判決で、 IJi 政部八六Í:~ 月 丘L1fi1付税 J弟八五九 1
'
町立て」号

荷;沢、各地区の国税局仁、 遺注況を認lJ~;&する際仁、立11i'日仁民法第 。

。条の の東1~HJ， 産分配請求権を透);)-9べきかJ (.こ|喝してけ究決議

した九 1対を Jm遣したものj に月一づき、有志 I>;~ にこ i し ん l ナ>..}，-I~、
I__I ，_~) '__I._IJ 

て、遺 ;rf税の計済によ3い亡、 r:: 右配 filj苛;土、遺 )ir.'& ぴ~，\J与税法務 七条

t:~_&~っき、剰余財詮を遺庄総額から控除:-，ると王設できる J

しかし、このぶうな見解を係JHするに、さらに日1U)利忠カ竺ずる -4

なわち、仮に兆亡者が剥余(J)ノYなし配偶者であれば、ヂヒ亡配偶者は生存

配 IrJj者に長 l 余~~-i主の旬、配を請求寸る拍手!があり、その堵干JlJ相ivl される c

それにぶり、以lN偶者の村:~主人 fi生 I{~ê病者 lこえ J して剰余財立とのう子同日

を請求する:'l~~怖がある〉このよう&弊中を避けるため、ーじり二年ンj、

改11.でよ三次第 。='0条の みニ項が追1正0Zしたc 1，，1条によれば、 lt存

尽の蒜求権:止、該自;支又は相絞:三れることがない oj仁、双い契約;ニょ。

じ小諒された場令、或いはl-r，t(.，~起訴 L た j晶子fはこの以ちでな c' のであ

る〉立法上1' 1111よ、 l 単1I 余財;$')]"配請ぷ惟;上 j、合誌の身分間併に :-&~<Jt-，て生

じるものであるため、夫kraの 点が死しす之p と#、利刻版分配議

はその桐絞人に桐;ft':':されるべ主ではない" ，. ，J と述べ、五尽の辺旨が

剰余財産分配誌7討をのm続性をtE;にすることにある l明石した d これに

よって、生イ了配偶子守は化亡配偶1干の十日続人:こ剰余分自己を二百長てきるが、

辺の請求、つまり手EU'drt!;設の木日杭ヘが件存~I;~11:r~設に る二と

三わない 1かし、学託l と法務部はこの「 寺ち民権」の規定を強く

'" ~司王宮義 邦柱、fJ 許1M，.，;.1海1';:; 林喬推グ〉シ J ポシコウム'fr::ア守、 l記[訂

l0fi.l ~lìJ、 Síl ;， '4品、 244全



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能{2

批判， ，いる〉そのJ;Jtlll[ (，よ以下の:ilt:)であるn

早〈日!の'/，(:全を出ずる。被守口続人の刻 2~財産分配請f:)，震が甘E絞されな

いと、桐j首位株主去の弁済奇受ける総会は減っ仁じまうその刊L桐41h

の場f干のみなっ J¥離婚のj晶子fもまた、剰余財詮分肘請求棒を有1之j

配間信と取引したさ高一斉 fよ、債権高 '(~í立維 1民J、第一 :L:一条l と計宍

行為取(第一百四条)を千丁i官、い主干、取日 1(il'a'与を宵する 17:.¥

b 剥会買財JJ;崖主/分ナE配己出"ふ号

ものであ J旦主が、~!:産権であることは丘めなしL 法定財産í!JI;O) 月草山 IIÎj に

は、それは:o':1条{l1すきの債権であり、何質上:J:stp有権である、 Eの

ため、そ才を千千使Itび泊四| 拡専問lねな示lとして定め、あたかも

非財産自立な担存知管27求権のように扱うことは、 九 1'/-[ '2... 
d .. -" ' '( Vソ

也、「身分1*:係;ご恭づしミし止とる 請求怪もまた、必然的に-lj専属
的であるわけではなし， fiC え l工、工己主主九九九条の~;iめる料婚の，frrr 初ま

たはヰ正法によ η て強斗する~:}肝;のJ買手;ßさ償請求怖 i土、条文|、 可

専属権となコていない J ぎ1，0.1.::/、会葉婚lよるtl1岩賠償も同様であ
フ
.-';;:-! 

じ わが凶が参考としたスイスLっとドイツ11-;は、剰余宍l，jJ嗣;において、

配余即売分配請求総力 身専尚:'1を認めていな ν、
民法沼 .c)--:n条の ;f1: J~の規定:土打、!の批判歩招いたものの、 \'f

者は最初Jから 化亡 j を川会?財j空旬、正i~請求権の発生;;~t[z;!と考えていた

ことがわかる。長!日Jしと垢の判決はま!~ ;:[~られないが、将封、[んには相続話、

の解釈として、サ余Jtfii::: (，ま被用紙八の造μfーとならないと斗示ちれると ~jj

測することも nJ あろう ι このような解釈論i土、「キ，(続」ので技忠仁大

きなj;jz紋を及l云-，)のごはないかf すなわち、現代作ft討長の つの持~}Ý~と

して、相続への;存在的なJ十分の清算=いうことが学げられている c しか

会凶己~~~> I iヘ符本 法子二八悶 l ひじ，了}八三~--}しノ¥8.0

l 致点惟「胡属U;JJJtttL_ ¥向費出版、 ハコ 年j 同封υ
l7-J 出 l 朴~~~ 抗以来・寸'ß~~グ半世*官民法$Pu崩事庁前ー比三ま局、 Iゴウ {I) [ムj~

振茶J 六ヘ頁 J

l寸坊秀ま長 女IJ公lサ前王子配請求惇之内戊 j 汀lli去A宇f¥..-tU月( に)U 午~~
rコ。
[.'(;毅車LW_弓見属;1;I;lJ，::1 (1'1世出版、 CC; 年j 区頁口

二日社57(仁 431) 2443 I'lG 1 
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し、配偶;高が被相続人Uノ ~~1売に対し仁川会:財産分114を 1高水し、そのy~ 才:

こそが守口続法の l室詮 lどとすると、配偶者乃持分河野lよ鼠Jこi斉んでお

り、その桐判権{討す分治主主の要素?と戸1んでいないわこれに対じて [鼠版

社J続人は剰余対立庄の分配請求権を有しないから、 lil:.M、村l祝日出分は依然

とLでt十分治勢の要素を帯びている。それにもかかわらず、杓税法のルー
ルごしとは、 f1[~糾tf と了。)d-ふJ 相続分:土等し l 吋〉の1ゃある。ペキバ己(両者

lニJり多くの伝統分をぷ百z-，ることは、おそらく;'，法苫 i正当釘配偶者の
w続財産に上る仕活況:障の必安竺がチ4り大きいと苦えているからであ
ろうしこれは偶然にも世VH待国における配偶者十

試してい〆乙。

C. ，]命寝干上千iこぶる税特賠償お求権

不法行為¥，~上る止命千三害の損害賠償請求権は立産レ去るかにJコいて、

台湾行万本(/)自:ぇUJ~'I;I~ に~なるため、百羊しく説明する必要がある。ま

す、被宇l宇「ウヨ~j する議求権を検討する r 被'たずが侵宇l を受けてから死亡

するまでの内に、そのご主体・健E交のfi-)，云について力活;者 t:~)\J 1 ては九然

に~-~芹括償請求権を右する(出合は、財定的1~~ぞに非財産自';j買中;ニヲ了 tT 

られる v 民法はお 丸一条におし 1て、財投:YJH-i筈に閉す之服役訂求権を

定めている Tなわ tコ、， (治 以}不法に他人の持村、ま三はf佐肢を侵d六

した古は、被苦害:古が、こ:lれ11にニ

生J活舌上のF有右安をf増胃D加Hした応合にlは土、 ;H合指1'T{の責任を負わ在ければなら

な~，-， -，弟一環)I)íj坊に í1~める掛百賠償について、江、院は、吋事者の '1'
山にふって定期合を支払わせるごとがで主る i" 加古一者 lゴヨi民主 j)~ 1J~ 

さ止なければならなし長も主要な則並 iの指岩:l土、|り督賞ー及r'f京t

労小説による所得m尖ごある 非対声主的it't~守(: -~)い三、民法第一九千て粂

1 ~7 最高仕院 九年台上寸て第九八七号判例;之、「故思〉くは l長えに上コてノド出に

1lL人(})権利を佼;つする苦{土、同士賠償の背任をわうべき cある。このことは民

法第ーへTr-".れ第一JtJ， \'~"': F;こめられている c 惟利と;ム Jべ Lの私権十古釈し とい
るl したがって、身体!のJIi占乙ーから11'.L~ l_:出産!の打L~' もまたこれ[.-.~-含まれて

しゅ五件 i 告人;之、氏~::::iï-t:'-I l:J J雪 月二じ|→iこ、被 i告人¥'.-殴られ、プl

;J)脇九腕JiU'街か81与したn てのために1χ昧世を支出したことは事実であるに

l京審が被 I-i.~J 人にその賠償のttí-+:を問わせるのは適法士判断である J と述べて

おり、民ぼ賀会肘戸:';~恒三与とにて背 :ZE タヤ
J同 J

1071 ~lìJ、 Síl ;， '4応、 2442



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞;)、の機能{2

は、'(第 J丘 小i去に他人の身体、佐康、/{;去、日1:1、信刷、ブフイバ

シ 、貞操を民吉 Lた場台J二、ぷlよ不Lにト上乃人格[]'Jしと必を仏当し、か

っ事情が重大である湯ffにほ、紋T77:土、J!ti'，以外のおJF?についてもま

たおぺiの金知的賠償を請求することができるにl その名立をμ冠された首

lよ、併せてむき|口{互に遮司な也CJj"を請，'.¥，(するこ〉がむきる:第一反:

liiJ:::ftの請 議;摂え;土甘0，.1>7::寸ゐことがで主ないコ f旦1__i):告白によゐ賠

f員五lTjJ主慢が1b~>'l~約によってされ、又は7正(~: ~Jトえを提起されたとき

は、この絞りでないιl第一項; :iij' 項の井戸沼は、ヌ、法に他人主父、母、

むヲこ、む j め或い 1;1匝èf，丙巧である関係に幕づく身うよけ!~~去紙を{是J古し、

かつ事仙が霊式であ〆乙均台lこ出!11する cJと同定されていゐ。ごの条文J土、

九九九午に改正さ;fiたものである。主要な改正六イン p としては、第

ーに、人格中~(})f*設がí'iUノj、井となったこと、第 に、ーィ分程の没害に

間ヲる非財産t";!0f立主貯在宅詰求権を承泌するこ(:- (以条第一見Jが/がYf; 

れるにいずれにせよ、ィ、法行為の被究者の~，~本 .1せ l京が侵行きれたJ品

f?に、この(拾えによって、非民註均出云 C~y~ え ~f引い'1'的松1占について

も ~-~芹治慣を きるnIL卜山一つの詰求権J土、後;こ被?ぞきの死亡し

たときには、キ t読されることとなる l円、但し、 l~ttす岩f:Y0H-i~~: のヌ市首詰求

は、第 九者条第二~~{の:Ii:JI;~，を受~l、 1 1志に:;~約によって本;むされ、

又:土 ll~~ に訴え事提起されたときーのみ村:~売される I

以上行士、被合言力、タじ亡1るまて TてしたJィ.i4-(・位決上の財産主0J立

ぴゴト財説的指浩を検討しとc さらに よ、注ん℃、被当者が白己:7):死亡 l

にヮいと a 担:キ!除法議求権ヰ;:~3 するかとしぺ H~j)['宮l入る具体的;こいf

lf、院否者が丹;L しなかったら{号、主か :1 し利益、 1 なわ ~)fE L _-(，，~よる逸

史禾1:2計上、被?存者の相芹t:1 -;，.認められ、主らに絞;*;-~の化亡にょう 1

相続され之，J)カといろ間泌をある，これにつlγと、かつてカら判別と J手

「えは子子定的な!;:!，得主将用しご主た最高法院合川l"f-e:iJ字第九ガ 号円l

fYUは、「司、Iえに他人を死 lーさせた応 lへに、民主主昌 0)キ，続人1土、絞害者が

17，'-'市立Z"el1 J新日了氏;)、ffT紹ょ庄町 ( i.) l約百rI:iiJ， (自'r，tll!1版、二lごC午)二
八一一八四百c

1'，" :Fi弓鑑 I佼7./1 .i?権とねく賠償民法了日兄与lIJ1J~問弁 第11-日11ト(自費伊

川、一九九六年i 八円買

二日社57(仁 43:J) 244l |出l
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死亡L主か〆たり1'{!Oべか :'l~利益について、加?写書に立す L， -C~山協議4えで

きるかはrYJ1IF二いはない口設古it(})Ll会ーが千三者によっ亡;r滅したときは、
その枠手J能力は失われるため、ねJF?賠償蒜)f(権は成¥'，する余点Aがない。

このことは)m説も認めている えら仁、民氏rjJjλJ 7L-3f-及びお 九山

手たにお~， 'T 、生命侵台に対して特引な請求0)記[立をみーめてし:るため、被

A向者以外のすt:土、被官官fが1;.-与してし、才しiXj与べかリ l戸利ょたを請求するこ

とができ tL'いと解すtさである と判示している〉テ説は干の'PJil: 

害者。〉長b~;~~:リ託の抗J1iC[生を台三するものとして JIJ oI しているハl

亡し、生命侵需の場合に、被存者~:1.引の持は、被士 1干の「タニ亡一につ

いてま律の胤定に，;:v;、JJ日百ム者 1二i長告賠償を請求できる均台もある。土具毛

イ休大白前S(.仁一;は止5叉毛法第 7九し 条第 l頃Eの豆勺剖必Lぷモ4賛jキ/. !当i一1活首 l上一の寄要をi塙?折;万ι;t:させた告
j川|リjど手非主:様主費j川|リj、iい川l川IIJりl条=第古 ;羽良σの)1扶人2豆2二清肩求往、 ，及止ぴ第 J江lμ:条長和じのJバ午お、7定のyつ)苦窺Iir玖ミ

心σ!)ゴ詐仁財産f判l内'jj招百書である ο にこれんの条止の烹弐につい亡、 '4、点、第でo

が被六者の死亡によって被ったJ日芹を万日究宇「に対:〆て日吉水すると員、民

法第 八位条における不法行為の 般規定じよらなければならないはず

であるが、よれらの1"Ft-;=年ば多くのJ易合に主宰済的損失であり、特定の権利

が伝言されたわけではなく、Iょった部分以持拡(10なものごあるこ三かり、

山らに 般不法行為の要件に該当守るかさJかが疑問である。そのとめ、

民法:土1孝之給所内若がt手元類型の桜活:について:J1.J三訪日告者lこへJして桜害

賠償を請求できるようにl完文(民法第 九二条と第 九}L:粂;を談げで

l、る lと玉里男子されてLλるl引 C

第い、民法第 九条第 I百l正、川、民;削人全侵択にで記μ致仁

た詰:立、 l矢部資111及び斗汗fJの需要を l包}J[Iさせた育J:1j( r j:~\儀費!日を支

;J¥した Ff̂~こ対しでもまた tr~:~賠償の責任を負わな !ìればならな ν 、 と

めて L 、る。こ ü:土被古it以外C')者が費 1 ， 1 を支出した場台に ~itJ ， J されゐ条

丈である η 悦ぃ被斗一者カドi説、 RC)医警などを支払ったならはも 長3

(1)第一方一条第一l長が澄川され、仮害者デ死ιしでも、勺訪賠償議求権

l沖|沢瓶 十三7，/1-_ JTì栴と約七時償(~法守旧与jJJ 河内知 山1'4111h(自費伊

版、一九九六年 l 八一ー へ1;':L
I <ò i 王Uf鑑伝古 '1 ノ11.l存 Jと 1W:::;~ft~t賞民法学説与fUfYr研究協凶冊(自青山
板、 JLJL六年) YL 頁け

10!JJ ~lìJ、 Sii;;'4:l4 ，1 2440



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能(2

は十f~主主される〉

弟ーに、第 九一条第一功、以、 l被富者が弘ニ者に);，Jして?九三主義務を

負うと主は、加r行手は、その活 者い対いてもまたtQ;~'Q~f員の主引を負

わなければならない とどめているコ波宮:告が辺仁扶義能)Jを有しない

i結合fよ、将来の口j能なまえ苦言能力を主主ir，;::するハ問えi工、被?存者AU:八歳
J)了f丈であり、 YC)中と衝突し死亡したコ../¥J)向矧Xんはまだ日rコィt¥い
あり、扶養される巴要がないl 最高法院 h.年 l字情ーの凶 号判例(止、

「被害ζは現在まf父母を打、薬す Z詑})つずないが、絞り[Jな手尚子ない限

り、将米父iヨを扶養する白m)Jがないといえなしに}主主士1干のlY米あるは守
の主人芯能力をfモ4百ト乙ことは、その父母が将オミ主人〆苛を受!j る +fj~利を浸'~

することと同持、であゐため、父母l土こ;f i に ~fv'て税特賠償や求ごきる

とにそ子干しているに』人A金穫の字下だにつ νゐごは、 まオ被害者の扶養可能続

問 \'J叱労 "1 能民間)をそ~~返する、次に、扶養戸J'~f~期i悶内で、訂求権 15'(J) 

7士去を受けうる期間を認定する。 7士長請求権者が未)jJZ1:ずである I品台、

!阜[11]~.J には成年になる前 li までである r 扶if請求持者が成年きである場

合、その、F均余命却]聞をもってr，J定可る 明lえ:工、 l'ヰ子:U主的Aか死亡し

た。 Aには一歳(J)tXlとJ斗L歳のi、JX2 がある、 Aの 'l~ 干r:-q 約六 ()i~ï

までは 古今t!hj の就労 1 能刻問ニj大交-1 1j -tÌき期間が残.~)て 1 、る p 仮:こ X2

の余命は !-:C)歳:あるのであれば、その!央子若手うる期間:立!I年院であ

る， X の成咋まずは一己年間ある詩、 去のt~と長を'-j:(tうる期間も-Tf

{f 同と訟'!j~ ~れるコよ注の1沼~~内において、彼吉者と扶養請求梓者力関係・

被牢1?の将来p.べかリ LJ:'{入 ?長持蒜J、株主;の需要むrft去の経済能力な

との安京か稔台つ甘lp 与!誼Lて!J[]￥昔が見士役すべき夕、:rt者を算乙するf

もっ;も、二U'告の4判決;を市jべると、台t寸のj主主iJ所以扶養貨の認を(:対

して臥付?な宗!立を，)ていることがわかる c つまり、遣践が請求で主る

T天安玄'の金守買が非常iニ低緩とあふりまず、杭例が 般的に採用いている

J;、主主衰の百ItrりJJ土、年!TiJ一人ぺたりの、;LJi)出資立内で百|符するのでは

なく、被芹;目先亡当時の所付税にお(，-;-る1}、養梓除約で円|詳している

h 判例は j雫|注額J ヤ;-yi ;，'*-i}f，J ζLコう l山守イトmしミるが、見守得税;長街 1:条
:r1JJ:5 -0 は、扶在費の控徐を「免.:~~釘」と Yれするに ノにノヘイ;台~-:ヲここめ凶 思

判例;二、ん土苦~'の古15分はその年のが:台ìlifi得手 i: おける1七蓑j零時、額の一人コた

二日社57(仁 43:;) 24'>'9 )0ハl
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一〆二 CJ_~~ :1笠ぴ)治;>;)，s!;得税の免税当日にぶれば、 イl悶 人当r:..リのよた安
t~F:r;~Hiよ 7，1.080元 (260 800111に花、，)、 仁o歳以上の:昔乃打、三霊峰除千百lよ
111 ，OOC fI'; l:-l 9(人川口円に朽当j じか認められないわ次;こ、仮にtQ宍 Q~償

請求梓さが妙，-正当のr:tI:'人受請求が汀を主義肢を有するなら、みの必要

な書聖堂から也人の負担うfをヲ川、たものを1J日芹高が賠償すればよいハ fiC

え l工、 tì;常高等iLl;;i'八八千fJ二.:--;'第iムロJi-;}~同決;土、被官官fO)-iiが扶養費

CT)招等賠償をおまLtこである 裁判所;止 号の 立問の1天張費を

70ヲ仁川JLJiUヘドえJ余fhまで二ーと倒的!)、薬 ?る初出;があると;立;とし

丈 IGし、 iヨは主主士1干の也に四人ジ〉子を有する。主主土持をVl'めた五への
(/-土共同でiij:をH.主主する義務があるため、みえ，'1)所;止 1-.'"の金領(7)立分の

lかね求できな ν、とした、さりに、扶志賀の桜子守口札賀27求l止、 52法第

一 七条ぴJ;，主:ur!殺で減穫されるこども多いn 以 C.の つめ陸自から、
判例が最終i'ljに認めた扶安_'ti:-;t、はてん日プ 人当た V):30(). O(的7古

u守050句000円:こ相当"ご消となって¥'るロ
第一に、民法第 九2JJ条は、 F不法l他人を校治-.-てわに致Lめた者

にノ:すしごl士、被宍戸山之、 ra:，チtz投ぴ配偶者J土、日オi歪以タトグ〉出合につ
しhてもまた相:'1/1(J)イ?を引の賠償を宗求することができると説先している U

請求十王者は、被三者の父母・子・区1記者に|長!られるつ 一段院な傾向と L

て:土、訂求権右ーの人換が宰 :t~u;:;:'、 九川たりの佳子iJZノ門が少なくなるコ

例えば、台湾品等法院在主分院)L 干上 f第一h号判決して、史、認刊の請

求権者プ0"被当者の同総・配偶者・了 人で計l 人であるホ案であり、対

認には各，)00，(川。ゾ1-: (1，75D，OOOI;'R:，'.:，m当人そじてZZ何事ととら iこは
各SSO.U却すじ (2 ， 97白りOUJJ:'J(，，~刈勺 l 、台首1'3 ， 5;:;0 刈Mブ乙 (12 ， i20 ， OOU[IJ

に料当:n慰謝料が認められたf 古汚台rl-;地方法|完ノし i[e ÞJ~':.子第 一芥

ぬ主悶 }j~+)しで計詳し、さり i ホフマン式計主主 U，:'こ十一って中間不'1足を主主除

L、そL七fLlク)扶養義務省当、負ドヂベき部分を件前JL j b刊であゐ lとtλ う!J7.

審の判断をよCJ干し T いるt:"ら:こ、(や汚 r'-'j 当~U;:;;1:~-\雄 'J}""院) J'... -----芹 C.'干第七

日 t'J た:ム「去二、 1:t j1J 得税における J人主 ~j'~cI注額位、物↑而i旨数ノkびいJ民生活フ，j(l主"-

:I(iっ4jl工、非常に足りなU もの とし -r、抗告が子 f止した所得科の~+，:責控徐慌

」ぷる十t主主 'H\，~-主主を:ìflけよごが、長司法注γL I'!q -iE.合:一宇第)/八 号判;えは、 )息

7初、l@:.f)f:{l'湾告イ i日j一人当た，)(l) '1'-均消費支I_Uをみ芯去の'，I-'H恭丙とした lー

には 妥斗ではな:"'..1こ .ì;l\_べ、保審判決を悦~~I: 戻 Lた

l.:.CI; ~lìJ、 Sli;;'4:l~)24羽



台湾法での千円続の沼佳における辺自分減殺請求の機能f

六号判決も、慰謝料の請求権有が被台者の母・火・子-人で計五人の事

案であり、母・夫には各500，000元(1，750可OOO[リに相吋)、そして了に

は各300，000;し(1，050，000円に桐当)、合計1，900，000;しゅ，650，000円

に相、引の慰謝料が訟められた。これに対して、 fi湾高等法院fi中分院

九二作重上字第 二号判決は、慰謝料の請求権者が被許者の両親のみの

ポ案であり、両親には各1.200刈10元 (4可200，000[リに相吋)、台首十

2，400，000π(8町400，000円に桐当)の慰謝料が認められた。そして台汚

同等法院八仁年訴'了'第二五一日判決も、慰謝料の請求権者が被害者の両

親のみの事案であり、 i山11i唱には各1，000，01川冗 (3，500句。ω円に相当)、
合計2.0日0，∞口元 17.0∞，000円に相当)の慰謝料が認められた。総じて

いえば、白ìl';jでの!J:命侵害による損害賠償の社;~I!の巾で、扶養貨が占め

る割台は低く、大部分は慰謝料から構成されたものであるといえる。

生命侵害の損害賠償訂求権についてまとめてみよう。被害者の化亡ま

での財定的問常は、相続の対象である c 被合者の非財i辛的Jii合は、原則

としては相続されないが、「既に契約で合意され、又は肢に訴えを提起

きれたとき」に限り相続される。これらのものは、相続|制始時の遺産額

に算入されるじ他方で、「死亡」による逸失利益の悩害は、キm売される
ものではないっただ一定範凶の者は、白己の権利として医療費や扶琵責 ・

慰謝料について損害鼎償を求めうるにすぎなしL

く.~ 定の贈与(生別特別受益)の加算

以上は、相続開始の遺並に含まれるものを論じてきた。次に、民法第

一二二|叫条は、逃留分算定の基縫となる財産の計算;方法として、第一一

仁二条の計算ノ師法を提ボしている。第 七二条は本来、 遺屋分割の場

合の「j丘産」を算定する方法であるつつまり、遺留分算定の主主従となる

則監は、債務の控除を除けば、 遺並分割の「遺並」の範附と全く[，ijじで

ある η この点は日本とilf:なるつ日本では、'l'U例・ 3虫況によれば、民法第

-0凶凶条が第九O二条を準JiJした意川、は、ヰ1日IJ受析を遣問分骨定のA

伎となる財産に算入することである}その他、第 O-CO条によれば、

相続開始前の一年間にした贈与及びその時期を問わ「贈与者と受贈者双

方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与は、第ーの一

九条の遣制分骨定の基礎となる財産に狩人する。 T守湾にはこのような条

ιがないため、円本における遺留分鉾定の基伎となる財産の範囲は、台

北法57(;;. 431) 2437 [lOZ] 
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二ii奇心持万u受パに民るが、信 二一条の条文の内容は、 1 I信てfU

相主介入のう九十号続問的剛い結婚 a 句、!r;又は合条にふって双にお支情絞人か

レっ別詮の日目守を乏けた者がある;号i'Tl土、 その贈号frlli空白歩社j続開始時グ〉佼

十日続人の所有する貯圧に加えたものを相絞財産y すべきごある fll.し被

相続人が日開守の~:;にお l 、て反対の蔚黒衣ノハをしたと主 l士、この!日りでは

なしし"第一J長)eijJj'(の贈与{tll→額[土、遺主うj-1illl時に、 その栴~~，'i;)、の相続

分から控除すべき?あるι l官守jilli穣は、賠守 WJ"-O)frr:I値t 上っ

こ内!土，'Jる J~:なっ ζ いる J 被十日続人が!l前においム相続人に対して、

結婚、分府又は白書雪のために行~-) た贈与J土、本質 l'I相杭のつif到し j に

属l 心、ゐから、被相続人が受日替相続人や優遇する特別な忠、思γ基づい

てな Lたもので:まないn 被付j絞人幻:意!斗を推測 L、これらの賭守を托1統

討声に加鉾す ζjのが妥当である、したがって、中華民国RiJ、;士外国の立

法院を参考しと抗日:1受話;;11;;支を設けたと lιわれる r もっとも、ヨ本民法

[:0)(..0----:1さとは誌なり、 の特~Ij売主主は遺民主主めず、生訴の日目守に

摂りれる〈 iE留 i;~'~をの立ぬからすれば、にこの 告は碓かに丈立がない

ょっにみえる。その理由は:大の l泊りである U く1，'で述J¥たょっに、台泌で

は、退治の FI"';)1，1況は、 F3Jこ l相似日刊始時の討jt-I に合まれている。日

イえでは、 j量以の1i 的財 1自立、 L母権均メ.)J力説;、よれ;工、村 1~:Tê間的ととも し

州統財産から離脱するはずごあるが、 1主留jj'"右目言7貨については、相続財

監のうちに含ま札、また、債権的効J)託によれば、 l室贈依務という

相手jh債務と L'C1'1訟の対象こなるは Fであるが、 1色沼分布計算につしぺ

r~ 、相続1tî:r;Jド含まれないもとと Lて、扱われてvゐるじ 遣問lャついての

物権的効力説と債権的効力説の対立は、 j:~!i七百旬、の負トーにあと〉て、

;刊に柁l主を|ぜしめる余士:11，はなしJ泊。造1Hはとの日止を説、るに'"、

句、算定の基礎となる耳打Fぃ今まれアし、る〈しかしながら、室崎を符f;U受

よ出Y するか合か:土、遺産分苦jのに5l一六き士;HJ注をも J らす。これつい

川 i一一-(:.二、 イう之;ー土l...'/ 

っし三て説日1]'ずる c

しく

主 将g:j受益に該当する贈与

るし以下は台汚における特別受派に

iにr[1}j告ぷ防音F編集行H剥泊続法 トh(イj斐右、 ノL五五イ1'-) 日

~lìJ、 Sii;;'4:l0 .1 24お



台湾法での千円続の沼佳における辺自分減殺請求の機能f

民法第 七7で条第頃は「特別受益」に当たるぬ与を「結婚、分l戸

えは営業によって被相続人から受けた財珪」と主義している。最高法院

二七作上字第三二七一号判例によると、この規定は制限的列挙であり、

制I小ではないため、 i也のjF自による贈守は特別受託には吋たらない。

特日Ij受益を肯定したよ!i:判例はそれほど多くないれ台湾高サ法|淀八七午

家上寸2おじ九号判決で、被相続人は生liij、了である原告に新再を購入す

る費用を贈与した。その際に、原作は「これから独立して生活してLぺo
h湾における父母の遺産相続を放棄する」という書類を作成したc 裁判

所は、相続開始前の放繋が無効であると述べたが、この贈与を民法第

一七二条の「分居λは営業」のための牛前特別受訴と認定した。

さらに、注リすべき判決は、白n巧持j湖地方法院八九年家副長字第九すで

ある。|日lじく被相続人の千である原告ら Ud生相続人jは、被告ら(男

性相続人)に刻して、 遺留分を確認するために訴えを提起した。被計ら

は、被相続人が生前、原告の名人に係争小動産の168/2500の持分を贈

守し、それが生前特別受益であると抗弁した。 原告らは、このHH守が原

告らの「結婚、分Jd又は併業」のためのものではないため、民法第

ヒ 条の要件に該、11しないと王張したc 裁判所は、まず最高法院 ヒ年

卜~/第三二七一号判例について説明した。寸なわち、二七年判例は、被

相続人の意思を推測し、被相続人が(材|続人の)結婚、分屑又は営業の

ために贈与したことは、遺産を先に給利する立lιに基づいたものである
ため、、11該贈守を被相続人死亡日?の相続則一監に加算することは、相続人

聞の公平にかなうっ結婚、分悩又は常業以外の瓜111で贈与したことは、

遺崖の川渡ではなく、受贈者に特別に、日五利益を帰属させる意思に基づ

いたものであるため、桐絞人間の公干に関係せず、当日支贈与は被相続人

死亡時の相続財並に加算しなくてよ1.¥，しかるに、*'件は、被相続人の

遺言、その妻の陳述、及び被相続人が晩年になって原告各人に係争土地

の168/2500ずつの持分を同時に贈与した事伯に鑑みると、被相続人は

贈与当時に明らかに遺産を前i度しする玄思があるといえる。したがって、

斗該贈与は氏法第一一仁二条の事由に該去しないが、被相続人は本末、

!阜、井らに特別に利益を帰属させる玄忠がないため、本件には最高法院の

刊例が適川されない。次に、法律の解釈論として、{去の内在的な目的と

規範の五ljilijに照らし、特定の事情に刻しては規定すべきであるが規定し

北法57(;;-42:>)2435 [104] 
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H附 日見

ていない場合は、法律の欠tJとがあり、実qljt適用により問題を解決すべき

である。これに対して、法律の内在的なは的と規範の計山が既にその構

成要1'1に完全に列挙されている場合は、反対J11論により、それらの要i'1

以外の11実には条文をJ白川えは類、推過)iJすべきではない。本件は、第
七7で条における「結婚、分!凸又は常業」以外の事111-(遺産の前波の件

質を有する贈守が、遺並に持反されるべきかという問題である。この場

合もまた、当日支条丈の戸、0{1的な口的と規範の言|画を検討した上で、類推

J直川あるいは反対抗論のメゴ法で問題を処理するかを決めるべきである。

上述した最高法院の判例と予言tによれば、第 七-条の立法組旨は、

共同相続人聞の公平のため、遺産の出l湾である牛内iJ贈与を遺産に持戻す

よべきであるということである、したがって、被相続人が行った遺産の

日Ij渡である贈与を全てこの条文の規範の目的に含まれると考えることは

合理的である}実際、第 七条は「j占婚、分居又は営業」のつの

事山を列挙しているが、それはただ立法当時、条文の適用範団を明確L、

苧いを防ぐためのものであると判示しているu 最終的に、原告らに対す

る卜述の贈与は、遺j辛の前伐の窓jιに某づし hたものとして、第 七三

条の類推泊用によって特別受益にペたると認定されたU そのよで、裁判

所は当該贈与を遺留分額宵定の某礎となる財産に符入L、さらに遺留分

侵害について判断したU

従来、第 七竺条の要件は市1)Iil<列挙であると鮮されてきたが、上記

判決がそれに閃われず柔軟な肝釈論を展開したことは評怖に他するもの

であるつ判決の指摘した通り、被桐絞人が晩午に行った贈与は、化亡を

Elliij[こ何とか白らの子で遣虚分配の問題を解決しようとする意閃が強い

といえよう。遺産及び贈与税法第 五条もまた、被桐続人死亡前の二午

附に、その配偶者・民法第 二八条と第 四ひ条による相続人・こ

れらの相続人の配偶者に対する贈与を、被相続人の遺産と肴{世Fと7Eめ

ている。現実に、台湾のI己法は、既に述べた通 1)、H本R法第-0二O

条のような規定がなく、遺留分算定の基伎となる財産に算入されるもの

が少ない。この不都台を避けるために、本判決のように第一一仁二条を

類推適用ナることは望ましい方法である。

B 持戻しの免除

特別受益の持戻しとは、上述の通り、被相続人の意，号、を推測し、 定

[l(l日] ItiJと57(;;-428)2434



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能{2

の贈与をイ村続財産にJJO障するものである 以対に、被朴怖売人が ;'I~ なる立

思衣小、ずなわち持民を免除する をすれ:工、それに従うことと

なるわ民法 七一条反ただしffはこのように規定しているqJf戻し

の免除の意思表小(土、コ1j、oSである必長があるのか;Pついては、;:;士i

lよ i先乞がなく、然ノjピピも上い(_~ 0れる♂共i-r-'i]倒絞への主:けた;:1'~;u 主:王手 l よ、

L~I 除の，戸県去小 lこよ〉て、{也の弐H花続人の滝川分を

る ~rJ詑1'"がある J との場合、当該l寺引受益はi宣正主に持戻すべきか、また

は7主主{分流殺の対象となるかっ言問題である〈民法:はこれ[返する明文の

規定がなし判例も{了示しない、/-(:~-上u橡々な二五援があるし

a 恥)j1j受析は t-~月さずべきであ〆乙が、産T17旬、減殺請求。)対象 ι ならない

こ， 'つ汗見

持民免除。〉意包lZミノ4、;干レ〕て、他の!n付II続人C);立制分i斗三害された
プ蒜合;土、 そ(!)~寺別 rえ註は遺産:こj7F~ される fミきであるが、 生習うよ対日支戸市

水の対象とならないc ただ目白与を受けた悟絞人が、遠州F からそれ以;に

は{IリもI['Z符することができないだけごあるとい与のがこの説の主張であ

づ 5ミ
ノ心ムー)

b お別受益は止'0')}心すべきごあ旬、しかも J苦悩うf減殺詰求のよJ象となる

こ ν 、う:~

この説;、よれ;工、持ち烹し免除の意思表示があっても、こi，-;;;:--_lf.::校し、

ひとまず退官公算定の幕直 Y毛る対産lこ詩人し、 1主留jj'"-;.ヌ!?れつi::T;来があ

るかffかを干名討する υ 追悼旬、千三者があ札ば、追悼分権利背が、「

益い士t:て減殺にふ;にするここがで吊るわ法惰分段行がなければ、被桐手jh

人の意思を尊主し、 L遺i量汁誠仁おける)持RL免除の効果を訟める Lこ

とになる l~.)

さず、か'ヘ滝川分減請求の対象にちならな l、と

し、うコ見

この~ll. ::~上 hi工、 a 誌の、造幣分を比害した「持戻し免除の意思1<ノれ

のある l 特万Ij受 {;;'i:を持灰しのよ!::ヲる主張は、主主相続への .~j\]，:こ Jぇヲ

1 h-] l~_~~ 炎輝 J以来jji'q河1':"7f、d-、I '自賢出版、 九ノr¥j'、年-:r;:>¥止し

1 記 F原村、炎.iJl字楽・郭弘、恭 JI~ 苫ド民1士継本新員長ユ"ス 7宅局、修日J 辺、

C)C五イ1: [法棋炎] ハワ口一
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るのみ主らす、民í1、の規定にも作る。上主í1、の規定によ，~ ~， ~f、絞相続人ぴ)

1E寸ーによる1室長処分なわち、手E絞の行為 0)，与が、 1E刊i旬、を

る寸l能''fがある ftd法 一八七条、 二 11粂1，仔哀し奇免除仁た日

思表小(土、死後のli1;'jではないから、 i宣情:品、減殺の対象 l? な 11 えな~，，1トハ

しとがって、 b説の減殺の土技も認められない。 けだし、被相絞人が贈

守 ~-~.t こ、 v をしたf尋合l士、その1甘ラは抗日J'そh止に該

当せず、~.;豆の贈与であるハ~.;豆の拾うであるため、仔Rl のもf!j川、も、

伏兵定の対象にもなうない，， 

ff只し免えたの玉三i;{表 IJミによって、也の 1しい?相続人のλ自己うfを{さ古 jる

という Jgj践に践しては、 ι-n考にはd丈|祭のj北村例が主だ存イてしないc 以!

のょっな設はちら学G>tJの論争にとどまっているため、ふの主支終均な

f~-~(: l尭:ま今{えの実務の進展を f~--:-:コしかな ν~

債務省[-f(/)持|徐

債務;土私法 lまたは公法|の債務を|ヰjわず、全てtTd会すべきでみる。

その他、法律[遺詮が伝活する漬務、 iメ~ ，~_ r:;:'、遺桂信理、う子育j及び遺言

執行の費用な〆一;土、具私自な返さを欠く t め、控除すべきか~-:"うかが出

jJgとなるし ，l併では、相続開姶と阿波して、しかもJl設の:4耕三
宇べ主債務、 1丸えば、死亡宣色、造三1;司刻、葬弐、 1豆斥五::i緩鑑定のZ2用

i王、遺骨分寸!主主の基Eでとなゐm-~主力、レノ巨除すべき「あるが、遺主主活理及
[y~青賃貸出 (;.t 、相続人または遺産債権者の禾r訪のためのものであるカら、

1":1， /1 t(紺与は涜ifか減殺の対象となりないことについ1、司法限 五千下1一字

第 ナ七八 5}J昨年生訪日』ワに(よ寸宣告j う~'Î~ 主の7 江 jj! がな\， "，j 最 i出1';1七三 六

イIj'i出J、Juつ号判的。 Ij止法 ;;条は、 i霊ffうf体和i主;土被相殺人的11'，
た J.l5.拾いよ(て、その込留分が行止された場合、 i品「普財)'~"'-¥対して出iiEE百九¥が
できると規疋している{遺留分持手1':'f-3の生日目"与に対 tる減取は認めムれないれ

したうミつ h 予;倒壮一人し J と主計治 7 にはよ立{.'N うfCノ j乱立が沼)fi~れとごし、， 0 ただ、

ー才しらの肘机と *1:1刊の刻訟l 士、生百!日ワ(，~)J1_. -(一退官)j減殺EZ〆jとじさないが、

可Ij W雪ラの j1}7~ ~免町、とは 切I~係がない。

k，と尚主主 J継ぷJ人前 IH費It同E、 -Ji.一六六平 .1し頁ο 前宗楽「関於応

桝 j}' 之実信長ド~~γ 「よ法的者祭 1 1~j 法学八期----j-r.凡7L -，1 j 一 点。林寺士a
lU41占HilJ林秀とtt十編『氏辺、議席秘イく争議問箆fヤノcτI有司害、 つりの年)

八六一 八に貝I

~lì，t;SI i日42(;)2432 



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞:)、の機能{2

控除をしなくぐぷいと左手されている l同

(2:1 評価の方法と時期

1，1 (C'校~-rLJ二財μfーの副 1I11ノう法平時期について、民法;こは規定が4ごく rf
しないυJrngi'in及ぴ判j間引;、P よると、遣制う?の基促となる ~/1-;.監は、王子

左足8~ ~，'Z ~ : 'fjj+告を主主.t'~ とし仁 ;i;'-'{:出すべきむあり、司 1出時点 lよ被相絞への死

亡 f~ をぷ牟とするコ助隊=不動i枚以取引官十??で日干何寸べ主\いあるが、民

地はよa'出の取引対象とはならないため、収益u:uふさで主主定されるω さら

仁、条件付きのI1"1'iJλは存続開!TiJの不1芹;とな柱利しり司 frl'i)Ji主ついては、

民法にも苅iF-~7/;J.' ~寸人円以位、を幸考〉し、裁判所に退任さズした縫う{巨人

によって評何される 1トロ

ごれに対lて、 U1司わ特別受益の五、;自ll'i土、相続開始時ではなく、民

法第一一七一条紘一J，n" 上るレ、 E吉守 H5 の';:7fif:色をふ準とするに II'， ~IJ 受，Íllt

U〉評価1=e:.t2に関する条主J土、現iiRiJ、以前のが停案に{了干てしなか.r)t:， 
現行1-:，1士の制j定時に、なぜLての条文が加えられたのかはが同である。と;全

?よると、特別受益の1同室長の説的I守ヮ、 i土、外~._，，/， ;t'~'ia "C' ~之、 l 口問守 I守

のLi狽(ドノツ民iJ、第一(J~五五条第一以んどj将続i地好;，すのイむ在員{スイ

ス民iJ第六-C 祭、日ノ1''')冶説)、〆よ、'Ir~IJ ~'守の f!fHn i口 --tC:)、主J不E方

l!+ と王手J 芹を区J.ilずし、不動 j~γ:止抱絞引耳f 時の ;Ji怨{ブラシスi心土旧第八六

ひ条人日yj主主は贈す1;与のftll煎(フランス民法江八六八条l、などの往釘が

あるが、~，=\;;1-:(，土|時文で「贈与ゴ干の仙鋲J l，W5Eした以上、それに従うべ

l出ラヲ:π ぬ，椛;if~;:J七 l品、(自安川段、 九六ノ、叶):L: >，へ九l保棋従.-M:~7，、41 ・~~

花、恭!七若 R内;'f~ 也、有l 戸市巴( 民需局、修ciJ--J)i、 っくコヵ年 ~m宗楽J 1，，;心心頁 J

i目以棋炎。高山部・;f:;.~.民ぷ共 't~- 1-'民法制示、事rJお 〔 民杏同、総7o'T片足、
:-)(;吉年) [黄;主導il阿o 片山
l前景品!:'ム此八 年台卜'-j:~事 ノへー今人マ判以;ょ、 i境相続人の逮差信衛争等三

「るのは、相続直言台時 L二件財産の宮間U'~取リ f耐十丹、 fなわ ιI-:J'j卦{肘>:'nをた準と

すー〈くさであふ.1!'してしる}

". ~史 4正予と f 円、於 f主 1'" 民法f~TW， :;J: 的料情ツJ九こ研究 J 事~;(~、制Vf~法五五本間続 ¥巨

費出版、-)~じ主}同八 同人二只ん

l作成炎ir'ii- 攻来雄官中k+1榊語、法.Id費山況、 九ノ"¥イ;'.J 九宍ドl棋dえ

'FH宗~・-;r:~f1，~m)1、若 l 民 IJ、継;1<*;; ~;β，;: よ己苦旬、修正一版、 。コマ寸午) i '-'f町

宗楽]日にJ 白{之、ドイツJRi会 一 J長を22芳とするー

二日社57(仁 4:?:J) 24.'J，l ~1()8 j 
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きであるい 仮に指示時と相続開始時の問に;長い長けが料ち、治示物ぴ)

f前後!よ同時点二ぃj¥主なyiが4じたとしても、 ド説!よ 股;刊にその物伺変

動を考置すべ方ではないと解いているム9ぺLiJ、仁、この(贈与工与を了募司f

とする)1:主どと解釈;.:-.-:; t 'て、刈続人rHjの公、!"''!"土仁問題があるとい与字

下主もある l~}.) 

H~、~e(土、 i震対分判rtt ，Jü"'(，こ湾ザd 分由主役の{而Kújr慎ET と花続開始時の

rJJトイ下!r-，る|浮間的阿南トよってtt，l二うる点、|い法虚偽額のふ、1誌が~e，[き

される u 遺産分、苦jを列仁す才1i王、 'I) ßiむと通説は、 m絞問主~:Wjをノベヰとし

こ十件充分の{四百i:を詳mするが、それはあくまで沈半とみる}そのlじ半を
1吏い、分割時を悌佐としてだ怖された庖、緩から分割を行うしか

し、この J つな時間の問問によってもたら ~J，! る物{出会践という要~-;止、

や湾の['1):刊と学説v己主主〈百A之されて νゐないn この，'-，二見Lては、将*

U〉判1'iCu)]出1，えを期待するしかない。

(3) 各人の遺留分譲の計算

氏、ナ約一 四条じしたがって算出Lた「遺ι守う子の基境こなるnJ蛍」

に IAJ~っき、きりにR;~j、第 =ヘポーから告書 i"[[Jl[条までのルール(.r~ 

f:[uJ中::1 主人の U~)i 相続にしたがって、各への村 'Y るさ

らに、??人の花続分(こl(;法第 二条にほ定された定の字に乗じた

結来、各人の童青分担が出てくる U

5掴遺留分の減殺請求

i史的j、i吉 l中臣民7去継玉三論巴(上海指i寺町!古館、 九日/¥平----'E~I 九九 [，~;: 

九汽っヲト1';'ぷ 11:!n，fd制ノ九去諭(h ~ry :m -tJ; l;~言品、 ノL>'、川乍)二7L_rle
l叫羅!W問え辻、続中、論 {会丈主君ι記王局、一九 1年j 一四一賢 明kf，占「中

河村i.t榊山口;~J' (U思倍j務日l音錦、-1l凶，，¥.1-~.ー岨八九。史官n王 l 持i'承LJJJJ1

九六六年)一一一頁劉言:HI~Û、需 A七 全特VIJ受話制限:制iぇ之研究

(私i柿1大手百骨子fl.!i究内il8:一任命士、 九九八八七百っ

1 !: ~蚊ゴミ I車・蚊ギ辻 1' ， 1 1 1-司継単品 L口費出版、 九八六存) ブて八夏、三三

コ良一
1出行1I}，手編~)ム釈l"-~ iJ~ (25;相続12，:ρ(-H張問、 力 ι コ:fi[作1;知平]
一 七一一 八頁。昨1:[主之助‘単久雄「相続法i第四別記』 有を問、 _CJc~，

--<_JL 

u沿J ~lìJ、 Sii;;'4Z4 ，1 2430



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞;)、の機能{2

~~1留分権手1J 1ヰグ〉税Jだに被相続人から受けた手lj廷が、その~~{~~分組に遣

しないときに、はじめてj墨付分法当があるとして、 l室料分権利者は遣叫

分減殺蒜.*.すすることがで主る r

(1) 遺留分侵害額の計算

民u、第 一 千1条IJ、17itfZ分権利高lよ、被十日続人のなしと法治:二上っ
てその得べ主役に不足を11とたと主;土、その不足的lこ).;、じて、

を減段するごとができる}法婚を受けた主が数ノ¥， .るときは、ぞの千「Jf工

法贈のイ111'額によとwrr して伏兵~~士ければなうなしミ」と ;R乏している〈 した

がって、岩屋うfが不足しとし、る l 法留うよが侵kされる}とき、 λ自己うf

示l討がは役員古ポト乙か合かはそのヨ日に委ねられる c

院主ごは、「退官分権利主の lJ~，.玉三γ被栴夜九から受けた禾r;益」とはとの

よう&ものかである c 二(J)，IJ:につしミて、只法は芭按の反;にを!;J;烹してL
ないし、読も詳し〈ニi;t刻 L ていない、泊予，、 :'-:i重留分権平iJ 15 の ~J~'jこに

被相続人か4受けた和l首 lとは、被相続人か4受けたりhlJ交士会の自::J緩

や遺JRR の';:7fi棋のほか、州統によって.::~'5ミに符た川並(濫!主分J;:ij"eitjf た財

産1 もそれに合まれる。

(2) 潰髄分を侵害する法窪行為の効力

遺留分、を~~.子る法律行為:止、当然無効なのか、あるいは 応有効であ

るが、遺情う〉権利若からの減殺iZ求事 i立けては"めて効力事失うか、と

いう問題がある一

この間践についてよむよにはIIJj丈がなν、ため、学式，(.こは-1+しミカミある，二I

IlJ -e (:i.l均株行為の蕪同性が本認九才しごいるため、「ミ主悩」という つの

でも、その!主11;11i2，である遺日目 i債格hね]、及び?のh量11ねむ

ある22三じの移転まプ;iJ引11主(物権行為J、ノいう一つの行為を分1;て、

ぞれそれの効果を桁こする必提が品る.HI、の 4手説:土J二重時 lなとの Ii点

権行為」の郊分の有効性ぃ性、去を当仁ごいる，'， 1均株行為の部分のノN~jJ'l*

lご凶Lてi士、物位行為はな日己の移中三またi土日11直に〈五って効力をtずJ主た

め、その幕伎となる頁lL、表i:;'-¥(.こE良川r'，lI!iUえば、詐欺や強迫なJ)がイ'fJt

しない阪じ、通常はの効である。ぞれゆえ、 f九考の()::

1<:7 F~杭 ÿ主民;了、日 早~jg-:tt:;共昔'1'己γ、緋7主新i前 {民書吋、惨~';T 減、­

-"'，二有年;[世宗楽]川 7寸頁

二日社57(仁 4:?3) 2429 )1ハl
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特に物権1-J為ぴ)有効伐を間近炉してい立いo

A 有効説日記託、:恥いU)

返品iJ，.m号1分合匂 J汗する法律行為:立主主効ではなく たた法沼分?と侵

当した遺胞が減殺請求の対象となるドすぎない、と-t:，1.!}Lてvゐる 1怖にl 最

高よす八千台上学第 七九号制IJ1j1 !上、 l民法第 子工条 Jよ、世~~~ ~I 

分持干iJff(土、 1it甘0'.1老人J)なした湾問に4勺てその待Jζ主総に不えを|じ

たときは、その小人己績に応 l二て、 j萱贈財産を減殺寸ることができると定

めて，'るにすきず、遺科分を?迫害1る迭問はえとは井戸乏していな νミ

と述べて、減税i:I司じ立場であるハしかし、いずズしもその>1.討をほとん

ど説明していないご

}ヨ 部所幼;比

この説は、近似う子を侵害した立百に Lる財産処分が、法害(J)[r~ y-}:二:tiっ

て無効であるぞ解してしる v その汗汗l上、第ーに、氏?}、第一一八七条

言者は遺留分に反しない範1'111人J:こおいて、遺言をもって戸山に1主再を処

分Tることがむきる)がfυ1規定l!:!;であること、鈴 じ、遺+;:&j}格利者

の(Rf守加、 Tられているへさらに、泣口に上25日オ，iWJila-j'-Hr.. Z)，'遺留分

波紋前求権のjよ ns七;貨との経主位を考古し、~~~込J う)(.ご l立する処分は波紋

J能ではなく、主壬効と寸ベ主であるこ ν寸学説i之、日卜の通，)その恨拠

宇祥司〆く ~~rrLて， 'るに

まず、台湾の込:';，¥ti 土、 ~1 .é~うfi成殺詰ぷ1韮ぴ)'!:t I日を物権:ドj形J主権と主fし
ている。次仁、 fi誌ではf主将行為と物将行為lよ花iT.に独、;している口そ

のため、法規分派殺詰ふが行われた場??に、物機的形成悔のうのJ力が五(仁♂、

物権手 l為〔z巧う
ケ勾']'呼切6の7 品哉白2ト子一つ:にこ J反メする王r法!:i.臼~iJ挺官 1け1伝王権多勺行J'為紛品ω〕のタ効主j力Jをf栴tT肝}汗Fリ1効力む{はよな〈、 成七叫能で
あると向"寸るこ、この場台に結局以物十年行為 J)み刀づ、効し、依1i寸T.t{;~土

lバ教え菅平 致点y#，宮中fl:1継ポi.bCI1寺山以、 九人六年) 民 1:克，ttt-0ミ
的/士、米 E 主 :l- 去五共合 IJ"心土，~:*}れ新川;;~¥ ; ...:...:勺菩10、伶1.; 板、 むlコE{r.) [前
宗業J仇101珂頁 J
i間半 ~J込，: 'JYJi緋*法諭， i什湾商務ド:1杏階、 ~y ..... t1。

山 2可j了+丸一氏出現主ホ机A，~会文堂新記香句、 九I'L[六会') 只ぃ郭D~

釘 l 行問う~'~日j}2.W ;':7~ 11)1究」半;t専干'1[lllL巻URi 〆〕了、 4:~ ~- "_C{ 

J
 
1
 
1
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台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能(2

有効のままとなっている。そうすると、出世お権利芦はj出迎高，"，'0)し上

うがなく、 l 這何分権刊すが減殺請求しとら、、"Î 渋巨 l刃物の物十~iよその

き i二法ffj分権手IJ{;:こ復帰じ、岩手守分持手)者は物 I-."j~'.+(憎い基づいて沢

還を請求し与る」とい与減殺請求権のだ去のi支托とは矛伺する 有幼説

をHiUiJ~ながら、主三二二百Jグ)減殺日吉ぷ権0)オ来の役割 l を達成し上っ

とするなら、自r~11請求 !{;jぴ〉苦力条を物持のみなら F、イ主権的形!-;J:

権のλ力分七も百Fると考えなくてはならない |かし、之の?とを台湾の

通説は:包めていな νミ。したがって、 JI湾 vヘ土迭問分の反;とに反する遺贈

(j言権行為)の対}Jを当然に-1:W;幼と解寸べさ℃ある r 寸なわち、法贈収実

行為)が叫対jであるに主かかわ(:，ず、ヨnリ4却のイロ己移転またはジ
完了きれたら、物権行為は効力がI1ずるつごの場合γi土、仮:民法第

五条ぴ)規定がな11すしl工、去立似分権利石は不可利得(7)規定J-よって巡

i遺品ヨてをするしかない。しかし、現に道官分間殺訂ょ，j((!)規定があるかム

それを行使し、遺泊目的物を交jJする17;凶行為を無効と去せ、きらに九

らのけコ者である地点;:::t:~_&~ついて返還計求権争行使できるというのが月号

士i)況の立おである

泌するに、 B~j主 l止、拭12前p刻字的吻格的 !I手 ;&-t在の効力を r-;I防

付i;行為の効力をなく 91ことと!詳した 1で、このJj]j合:こ俊也一行為の効力

が有効のままであると解釈が矛桁 fるこ考点、よって債権行為は最初か

らj旺免Lだ2 きである Y ェ張して v ゐる。結局、 A~'廷と H~_見(土、;ÌJ1~岩

分減殺請求権0) 功梓;[l0形成:7)効))に関する間断が異なる。 A誌の

1 でほ、岩手守分 ;i;:佼宍す一る退治は fU~J]であるから、法惰分減殺蒜;K憎の

「物梓O'J形成権」の効}J(土、きぺと「↑主権hお+物権h為的効fJをな;

-9-- ものであろうぺ本研;屯の立場れよ、 物権凶j形成権iの対jjlこ関す

る説明l土、 B説のほろが洋にかなつが、やはり長終rYJ:こ以九日比に究成し

たい〈なぜなら、仮に日現 ¥迭問(の世議行為の部分;を最初か

ら ~ilJ，(効 J.. fi:有すると、:1iti者f立造幣分減殺詞求を交け士いうちはf、、1-;~:Ij得

しとし、る にあれ、不当やiJ1-~'返還前ボ権の時効 l一般の前J叶Îii IJ一五

2': ~斗秀 )ttt 論ヰH可分北 il"~;弘之性誌J 伺\'/台湾大苧iJ、;三自主主二 之さ 耳J( -JL 

九 午 七ヘtI 林秀司f~ Iま民法論架--'，)dl (i主民主局、 九九1/9年)f:f: ，;1、

九I，LI冗j。
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(r H司ρ 民ιI、第一一万条jは、当分肩、殺J奇ぷに適1:1される一心ノ1の時
効}よれも長いから、この結論iよ受達者にとって!よ間であろうっ

(3) 減殺請求権の法的性質

まず、減殺請求梓は則i量権であること(ついて、学説|は異論カない。

つま，')、当該日吉ぷ惟IJ 身守!司 はないとめ、相続ない L託波す

ことが可能であ i人選fN分十年刊;ff-J)結持者もイtu'/行使で主る川コ次に、

減;;:x~ljJAd声の性質ドついて l立子況がJナかれている J

ム¥. tt~1-1‘ Î I" ;i~ 

台れの出世分以殺~r~Jぴ〉対象 1;1法以内みごあ i) 、土前脱 1).1J'>-t;;まれて

いないご遺E司は↑反 lこ遣ff分を十三J古しでも、遺E昔日 rYJ~却し土まだっ i き;主され

ずいな ν、ので、減殺37J求権の効力はj白極的にその引波しを10百するだけ

に?十分守あるラ L工カミッて、そのf士院:まノ久久的fJ'L1i'と両手されるべきであ

ろう〆抗弁権~.(士主張する

B.I責怖説

遺両万話7計曹は 在の債権であ叫ん特天巳の交遺者に;11~て hl史マ

きる)すなわち、 if:醤ヲ了握手'1詳 l 土交 E 告に 7ずして:ui~百円的1ちの返還を請

求する権利である v 仮に交法者が遺贈じ(10物を2存 者 i 二議 il~' :...~たら、 Jl

iE分十左手:1者は当該の第三者に芳了しては減殺諸J之堵ーを行使守ることはで主

ないこいうのが債権の ¥'fJ品であるゴ}

c 債権的形成経九
民Lじ.)規 Jょにぶれば、減殺請求権0)甘O+iよそ達者のみである。しかも

川注目分減;f!z~人J(1をの吋剤jに院して、台車つ民i去には c:] えがない， JU~法院

ヘイi什上YfJシ C:L~J 号判決{三、相続目録1'9 求拝ク)時効グ)JR柱苅同を~.;~めた

ようであるは引〆，，t可決;よ本uii，;;¥l)を参:1日) すなわち、 Jf;i1、第一一戸可六条お
Tρ}ごよれば、短拐m;:成時効は キであり、 L却ηii成時効は Cijドであゐいこ

れに刻して、九斗干1;得返還請ぶ惟の消滅汗ヲゴ1)~ :J:、 7i -rF.であり、 CJJら治 ':HI枕

:11:1立品訴権の尚治上り，R!い

~(市阪怯炎・骨三、司、・ 2問、司王共古 l 民法1:]1:. -1主新 μた ¥二氏書J"j、悼すT三歳、
:)0 l'去三) [女;伝来]阿仁ノJI[向叫第次 ~1--ll 1'1' 菜相続制 一 条にも l同法汗it

f立格(7)明文があるr

州う、宣]菜 l羽交 j 継 Æf(iJ、論~ ('k~汚問務じ]書簡 ;Lハ珂午) 可一 五頁0

2自製;錦英 rJE法継承釈義， 1 公え平副~L:古布、 九日J、q?) 四民

~lìJ、 Sii;;'4Z0 .1 24お
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減殺請求権(;.t、権利高Uノ 方的な立Ll長ノJ、によってi1

あれ、議、位十?ではないc: J室贈lよE五Jニerさ;度さ
れたJ詰fT;こ、 t宣ii奴二守3分殺μ誌古/水λ+権詳の千行f~主 l ニ 4 つて、 1也主d

か取;川)パ}汁汀消i'自')乏れ、遣問分権列者(土遺贈 IjぴJ羽の返還を請求することができ

る。!点、囚n;弓 (JJ:~i ~首 J が~， ;)消3れとから、受i11者による 11的物0)戸有

以、らJ、律上J)原l吋のな l、利得となるからtゃある。 1室1Hがまだ版行されて

いな'y，j;勿合 lこは、遺留分唯事)1'はその俣~三メれた組問 i人I1こお， .て、減殺

請求。〉意思1<ノj、をrJ-:い、日目'J'i却し')う|渡を炉合することができる

~). 4も権 :~I!~形成権~k

まれj、"法、付午のtft)行からいっと、わが民法ハつ l宣新分市 I土、ゲ

ルマ/・フランス型に属 lてν、るため、 ドイツ民法のような債権訟を絞

るべき vごとく、そのftわけにフラ/ス、スイス民法のようなォ:;，i走経誌を

べきである v 炉りわけ、 Ru、第 五条J土減殺する乙炉ができ

るlとほ定しておし日千、民法の4うな l減殺を:古，k-，一るごとがでさる j

と， 'う λ言がな ν づーら、立、ナ老が!l;:.!;X，棒説を採用 Lていることは ~Z: l."、が

ない t子、 ]:(11、lこl士、減殺は裁以Jjト行使Lなくてはならな v、れーうほ

"l~がな~，，詰ミら、減殺詰求権の行使(;j: 心的な色、悲表ノJ、で){りる v 次に、

相続人保護のをjl~i~zからいうと、わがi仏法は法定右手Jr を w出こしており、

渋定相 l絞人はすべてJiき腎分キ心する。し誌も i重腎;子は最小日:-1;;立の i~.t/:己中 i

続うfごある n ~1.é~当分減殺詰之氏;こよ r て、設留うよを民全 L た部分(土当然に

追悼分権利背に主主主Iけると併することで、相続人の保護乃甘 l~iS を達する

ことが守主る。判例目と ごの υ場であるわ

り経日1l民法継ノ止論JJ ;-i-~)( 平新記 ta局、 九 七年1ーノ、計一 ハ八頁

胡長清川-i[:illh:i壬収不論， I上年高務上11書館、 jL~Y ;'、:~ ) 王仁 p'c.

対ぃ;;ìL~'~ 八ーと子ì i守第一けれ J判決は、 l 当減殺E育水H;(土舛質九

物格的形成梓:ごd;i'l、道世対権利起が義務主にι汚hJ24高求をすると、コ塁世シ'J~ ，~，促

~6>) る部分lz効力を'"つ l し述べて'.'，之

ソ出版伊、炎 F伴w，、 1);:匝;立法所定的11Wi 分之内[究 l 可割高、継手、l云夫軽水~-5 ~li巴(1:

貨出版、 7L仁六年):Jq 八人fl.2隙棋炎ー育長主・部品、ぷ共Jj 式法布陣不調i'hl:IjII 

(一氏言問、修吉Jーl民、 OC，f1年 :'14-;;古来1回，，----'，六四c七日)村秀雄論
特 lず分杓民権Jこ位京J ボl\~i 台湾大学法些ポ“主主ー を一期 LープI九-.rl'_)____-:-l-_:-t:. 

七八頁[林秀雄『家族L!、F市災 C:;JJ (決興古局、 1[.) ~.rri:主主) iTl氏、 ~h，

二日社57(仁 41:>)2425 4
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削減殺請求の対象と減殺の瀬序

1'， 減殺議求。)Xl象 λlid甘守につい亡

贈与は持儲ろさ約三あ J人 は-[11くからその効力についと議論があ

るコ品しし明党長、J~ま凶~_ (1 )i:> ~実る。ここでは、もっぱら贈すと遣問

;吉;1<:.グ)問題を扱う J

ιI'j:茸氏iよと色 ーと条l手、「湾問分12利守:土、彼十日続人のなした定贈

lニJ:，~，てそのつjべき績に /1，込を生じたときは、その小iニ吉町、応じて、宣

E昔日産に減殺することができる。遺贈を合げた者語、数人いるときは、そ

の勾たi~:日告の↑白古n~((.こlじIYUして減殺しなければなら主いーシ却をしておれ、

遺作{分減殺請求の対象は 見ナると、注治だけであると忠われる c とこ

ろが、民法第 八L:条は、「遺言者;土、遺沼分の規定にJX:しない範医

セI~おいて、 i五百をもッて自由:二遺産を処分することができる」と;とめ

Vプ"、し!
L、ぷノ、 をもって法廷を処分する J こ r には、注~_k によれば、法

聞に限らず、持続うすの指定と1主再分説方法の指定なども台まれる c そこ

江戸遺言やもって遺!主主処分する」こと εおる「宣言に 4るnJ佐処分」
の窓設を、手く景じさ主めて検討する。 λ(l'は、}/めような生前処分が退留

Jf'減1't訂求の刻家とな乏かを'I'U例とゾ:詰て占的立場をまとめてみる v

A お日ij受話以外の 段院なrJ別問与

ι 叫守の効力

一枚的JK生 }:ì;J~1古')，i遺留うfの材忠に人る前に、まず、問 ιμ?)効力を

到する必嬰があるコこれにつし 3てはかつてから論争があっとc その原i司

は 九 JL Jr...午民法{吉11'編の法改iE J~~:íの条幻、 :11来するすなわ九、改

11:liむの尺法第山仁}七条は、 FTj己を経なければ移転することのできない

討否を治与しと〉きは、移転i去三じをするまて、その乱首与は効力を生じな

l. -， J と "I~めて l 、る口己を主主なければ移ヰぷずることので主ない対

とl之、小動#である、といはih;Jがない〈学「えは 般的に、ごの粂丈を

不動産の贈守的 絞りIj(1)成す支イ斗J }~ftH L- え戸で、これがな v ， J;';介仁、

契向上の権利手元務関係が生じないJ点主張している山1-時戸ヲオしiJ、不動

二 A 二JL!九l頁]

J目 j，叉に第 ~C}U 七条を万、亘E〆J:J，':';与の I~守川成立主刊 ではなく、 I~守 fJIj-~)~力党

要什Jと併するとしても、ぞの法律効呆は交わらない すなわ i-;、いずれに

J
 

「
31
 

~lìJ、 Síi;;'4l8 .1 242全



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能{2

匿のW&~j にあた~，て移転ftt吉川三れわれるま久当事芦は契約上の権利義

メ与を きなν、のであるc功lrf丁為の効)j先斗長1'1' {-

為の11X;\~/要f'!あるいは効力公寸要f'!とするごのような定め jj{立、比較法

からみれば制、1-'11'芸供であるが、ぞれは略ヲ告を保護するため仁、 D:が特

引に贈JJ契約の成立また fよ幼7J発との安1'jを絞格に定めた治、らごあるよHν

これに討して、裁判所;土異な之，J型新3をしてl、る己目。年守上ワP第 四

}L --/:;，号l:l:ffÎ~は、「民法涜凶 fづ七条ヂ定めた盗記(土、不動百世贈与の将軍Jの

効力〆?と仕しつ要件であり、戒す安河ニではない〉賠号契約が攻守した馬台;ご、

ーRFJ子守はこの0/:約;こ拘束され、脱'JUI杓ごある不動売の資記名義士受

問者に移転する義務を会うこととなる c 受問者も主たこ才によノてこの

お求権や有】ずることとなる」と述べたい「本件の絞Fが況に戸而によっ

てj京七iに係争不動産を贈守 Lたほか、原告もまたそれを永諾ーのた

以Lj喫約の成立芸nu備わコているぞいわざるをえなし、。ーし たがコて、
被告はfふ争不動)干の1:1:"5;:;移転を補正する義務を会う J とし亡、給与契約

や無効としたl京祥'l'1JiJc争被撃し差L反Lた、 この判決を皮切りに、その
IJl[ー仏台ト I告書一七千7号、 11<:1しl年台卜:〆第一一八t号丁iJW'lもま ?l司

じ見解を絞り込Lてし月三。かし、判fYG0)ように併すると、不動廷の贈

与者を保設 L~:うとずる l(法第 I-l: 九七条 Ó{ ，tTI比を失うここを深山と L

亡、学~k~l~ fi={.iJ1Y:J宇治く批判してし吟 I

えたに、お!:j契約の撤i口[irj訪れにつしぺ、 -JLh九年在、改正訟の第 }L:(二

へ条!よ、 第 五fO贈守物を交十lするまでの問、時守者lよその治守をJ投

i口lすることがど為る η その 部が双い交付戸れたと主は、その心だ交付

してv暑なし、部分Yコし、てf甘[1'1することができるコ(お )1')必JJ[(1)堤?と;土、

書l引を作成しと賂'-;1又lよ道徳上の議務を隠れするために隠 Iォを Lたとき

は、消)IJしない l とむめてし Aゐコこの条土;が到y昨だけにが:UIJされるのか、

または勤時と不要ーの両方にi直y弔きれるかについごも長い間う?われてき

trよ、てれが欠ける場合に、詰イキト支7呆が守t生しーす、当7577はうと約上の権利義務
をそで i誌でえない-::::~~域 I 小効用背骨与明示'A~~filJ.'l 効要::?ぷ械:兵務 J "上dy去ァ

説')*'1例研究 ~\-':::J 、向費巳l以、ーノL):六年j 河三ヘ片今多目し

~ l C， 1:， J 、凶 f1~ .:;":t 

ll' 沢鑑::"t雪山、l互理 l

EミJ

二日社57(仁 411) 2423 
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た。八-:--:~台上字第六 :-:: 0'!J:C例;:1χ{止、第 }L:(二八条を動産 Y小動産ぴ)

同点に州)11 されると rY-J'~.Lた。

1にぜ判IJ'刊は、苧1ヮ見の批判J;i;_ 主主慌 L 、 .~i:士事 :iL:(二七条の山伏趣旨全形骸

イヒさせながらも略ヲ ~îl;(j) ~);)J を以 i のぶう l 解 Lれのかコそれは宍ノ本

的なf~-f-O)恭tfE 〉主る事4よ二を蕊 FI~'-9 るさ、安がある l まず、問。ィ!とソL:

ぞドグ〉半 Jfý~ は H じ'TT案であるじ被上告人と訴外人;土、その父から相続した

遺産の 認を、 l;T人lこ贈与するとノr<f4.iiし、|かも丹市を作成したが、

その後、不動産の名義移転を士かなか-:('--わないので、 トL-人は訴えを提

主主した J 次に、四四士三Ij院で、被干11続人は生前、{耳、手不劫売を四人ジ)，" 

fに分配するという l分母|輔、キ 1ワ)古川を作成した。 相続開始後、

彼 Lti'人(↓J、子の一人}はその:1剖fiに基づき、 上行人([巴の，fa，、宇ない l

その行j絞人}に対してーと?ぷ移f去を請求 L丈(ul ;'~j~t:院はな寸こへの不動産

分配行為を問Lj-喫γJ1:僻した上で、その効力が当耳在のEJl表示内合致

した時去で'::1:.-9'ると 賞して '['IJ 断したr その結:~~、被相判人(給与す寺

が/f~u:JJ土屋の登;去を移転する.-;tノぽを上ミ与だめ、 その.-;tノぽはタじ1'， よって十 1

続入金件、;こ州統される。

このよ与にみh(;f、以上の六つの判例はともに村:1宅問慌の1;いである

ここがわかるロ}~~う(こ、右手Jr絡みの贈与は、キ自絞の前倒j しであることが

多い I 凹IIS年判例の「う〉宗|調書ーはそれ--，'去、11~T-ゐ 1 また、凹の主三と山

一千ド判例における治与契約:主制作えの前倒しでは在〈、おそらく、それは

相続開始役、共1，付日続人と千iJ出関係人 L上告人lよ共H相続人ではな l、ょ

うであるカヘ とは親宿主:08係のある者三あろう)との問の、法
y三の分間かめぐる協議といえ，，'う U 口出干ミ1士の枠非'1でいえば、これらの Ji

キ:(，よ寸べて家産分析に現わるものである J 家産台、桁{よ、よ、有財産「ある

を分配するhtJであるじ沢1t民法上、父J)';1;':人貯i別手=了のそれこ

は畳間[，f，むものであるが、国有民一、父の買J，'，'も目、了の ~J)t{ はすべア~~;:

産であり、分析 L分割}の対象であるーそのため、米産分析:?おいて、

~ 1 .，新 t心王治凶く〉ノ三条J)忍月;vrわないため、最両法院7九 ~" (1&;哲 C 

3二午)第J[.[口j民↓f工会議決議:ζ、4.，判例官民用しないと決定Lt円
~12 問予言は、回有{去の京 :'1 分刊u ':悶百 三もI子:;fi'lるJのi寄与に、当三拝者 fこぶっ

て作成された書翌日である。詳し v 利 1，~!立、後0)玉 1 (]凸ノを参照

J
 - ~lìJ、 Síi;;'4lt;)2422
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われわれが見たのは父Uノ財産を長、千に配分寸るこ Y、あるいは忌示の1:i"

人財政をIJ-jして、兄弟乃内で交換・丙配分1ることであり、近代ょむよの
1 でほ、ごの行為が純子い分類;~れるにかないものの 「犬Fはこれは犬布

対監たる家注目H尚子、すなわち共有物の分割l等Lいのである乙;4 以!

のf九|引を前婦と寸れば、これらの隠!j-一斉{よ、民法第I'Kl七

しようとした「斗:員長'約の時守者-~ :土手7i異なリ、むしろう寸前行為の

当事者とみたほうが桐芯しド 最高法院はこの際の受贈者 lこれもまた

分苦:;1";誌の勺#若)を保護するえめか乙¥泊四C-L条をi斗条の丈百仁照

らせは恨めこ広〈解析し、たとえ脱';UIド」の不動烹の名手をがまだfH，、さ

れていないとしても、 E司与寸がその拘*~.受けると門いっつけてき f 。

ほか仁、このJつな受贈右l土保護に値することは百めないが、解釈こ

して:ま他のよ :'J仇いhi去カあるはすである) i'iuえは、贈与7のきiki (:~吉

や家産分析協孫子干jがあるため、 RiJ、主主同UJ、条主主 点に上コて指Iwlで

きな ρ とfIiit-tることによって、贈与契約の拘主力を枠み仁、hであろう c

iLJLfL年改正後、[1:;回C)七条は削除された 削除理問は、 I.::fl.q-i条

文J土、十罰~ iさの賭 ~:j ア?な」J移転;こよノて効力を生じる J一定めており、ィ、

3JJ 産物権移転の効力発生!土日イマを情契約の効力発L~::&[1t.とは禄lごし、つ

まり附与摂約の履行と効力活f_!の つのことを涜同していた p その混iそL

~:.. ;監げるため、丸条宇三ij除するーという さらに、沼巴ひ八条沼一J耳の

「父H，を佐市j移転;-::改め、第 ]臼(})書IH: を 公五ニを料た賠lfJ 
に改:1".たり τなわち、改:1絞め第四 lコ八条lよ、政詰と不動廷のI町んに

1恵用がれる贈与均の牧!~告が移転;守るまで 問与さilJH111い契約全撤，"1

ずること刀、できる ，~ L、ノAZllをた略ヲメri;:'且i!tt_l.(/)義務をI(主hずる

ため賂 ~j- U:拍il戸 l むきない。

まだ、不効除の1H 守に~;い亡、改 11 された民法第 ノにノ1、条の ;こも μlli

志しなければならない"7:::(立三の条幻立、債編略行法第 六条涜 .Ifti:: 

~14 ，1;十水;了 1--i制):1'.:::n協議丘害1)l-j. fci託汗質研究 :1)しI、陪11'I--iL六却 l ひ

っ凶ノi 治波コ

21" 段高z土佐:ζ、悦号'Jのお;長lおいて公平な処埋を阿る工めに、 このぷうな
間決を十したJとJID.f;I'~ -1 る t乎;兄があゐー王 ì)'!~市川員法.fJ7.出(---_.) 恭本国論・

i七こ発1:.，11 (自費汁f版、 九九九仏'J1c

二日社57(仁 41:J) 242l n
b
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H附 日見

干ヰ(施行日は行政|完と司法|完により別途に決定される)により、未だに

施行されていないが、以卜は施行後の状況を仮どし簡単に述べるのにと

どめるつ民法第六六条の は、 c(第項)小動産物権の移転、設定又

は変更の義務を負tけすることを回的とする契約l土、公証人によって公11

祉存を作成することを要するつ(第二羽)当事者が既に小動産物権の移転、

設以/.は変更に令悲しかっ平;記をう己了した場合には、 IJIJ項の規どにより

公正されていない契約は依然として有効である」と定めている。そうす

ると、不動産を目的とした贈与契約は、公証人によって公11証書を作成

tることを要する。公証がないときには、要式併の欠快で(タヒ囚贈与を

含めた)贈与契約は鉱労Jとなる。主性効の契約は当事者に対して拘束力が

ないから、撤Iwlする必要もない。↑民に無効な契約のままで、履行(名義

移転)が終わったとすると、新第一六六条の第 項により有効である。

他方で、公証されたら、新第四O八条第一頃により、贈与右もまた撤Iwl

できない。したがって、新第 六六条の の施行後、公証制度は撤回権

の代わりに、不助並HH守者を折率から保護することとなるう第四0八条

の撤回権は、実質的にもはや小動産贈与者を守る機能を有しないc

なお、上述した贈守に関する一件の判例は、民法第1J1l0七条の削除と

共に、最両法院lLO干皮(丙特二00 年)第川田1:(事庭会議決議で削

除された。とはいえ、かつての判例に存存する問題国体は、削除された

からといって当然消えるわけではないれ ~Ji 第いし10八条の卜で、判例の事

案とI，'Jじような(家崖分析に関連する)贈守契約が現れた場合に、それ

は公日止子絞を経ていないからt散|口lロl能なぬ与とされるのであろう。言い

換えれば、家屋分配の行為を贈守と解すると、新第四ひ八条のいで、公

社を隠践していないものが、獄|ロ|ロj能であり、「贈与者」はいつでも約

束を依ることができる。そうすると、以11リ裁判所がIR第四O七条をI!l¥理

に解釈して維持しようとした「桐別事誕の公平」は夜される η したがっ

て、そもそも、共有物分割に近い米産分析行為を、贈与契約と法性決定

すること円休が、適切ではないのであろう、

しかし、現実に1'ljf刊はある種の米産分析行為を贈与と解している。と

いうことで、台汚における贈与には、家産分析のための贈与と 般の贈

与というて極矧が混在することを念頭に置く必要がある。これについて

は以下の cでさらに詳論する。 bではまず、一般論として生前贈与は遺

[1l9J ltiJと57(;;-414)2420



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能{2

~)J'減殺諸点ぴ)対匁となるかを枚討する

b 斗:iij~旨守と造fyj分波紋請求梓;との問係

上~i'去における ;lH腎分の規定には、ヨ本民法誌 の ~CA全と事 C 

粂のよ与ド ι~ìíiJl~守を遣問分l 算入または減殺請求する条文か存

しない 1-，たが〉て、半iJ例 y えは 却、Lて明石長に 伎の生す判官与がご11

杯分かえねえ斉点。)Xt象となιないと耳干している口
最高法院は;Hの つの判例において、生前贈与ド対 Fる法沼うJ減殺

請求の JiîË笠を台;~しナJ-u.i，:;j反抗: 牛ト J了。主主七 凶号l:J例[土、「遺

留うf:土干主将討烹につい ζの規定ごあるし所有権者が!l:前、合引の家売を

その J させた場合に、それは吟江IJ折与であ灯、造的ではないため、

1宣切 7tの !-[j1~1二はL. 〆ないJ ， 五年 l会第、ノ、りす+iJfJd止、「民法第

五条i土、遺14分程利者i土、 lJl!tIi売人のなした立R告にc てその得べき
訊に不比を!J:じた炉きは、その不足紋にlヘじて、法日l』財産に減殺するこ

とがで矢ると定めて¥'る口氏法i土、 宣習うす権利告は被相判人のな[たヨ

前日幹守に対して減12t;f求Tる権利があると認めていないυLたがって、

被十日続人の生前になし?贈与は、 7E留勺市じ限を受けな v、こ Jは疑

しhがない、四八tl台よ字第一じ り判例l土、 I設相続人の1:訴になした

問与行為i土、i止法第 八七条で定めど造三による討 j~γ 処分、とは異なる c

すなわ七、牛出j叫守はj量Wi-;;子規定の制限や交;7ない l と[てし 2るに

とf:~，比もまた、第一:こ、 u、 11'の;羽文主公いこと、そして、第ーに、生前

贈守!よ通常す℃ JこA受贈背に31主ずまされているの℃、信一昔のれiふ:呆譲が

必要なこと、及び法律08係の復雑化を舟けること奇」甲11'とし亡、 般の

牛 lí:j~首ヲか遺併旬、減税請求の対象とは L ごいない2' ( 

C 生前日w.Ljをめくる紛争(l)j十世史 家産分析;-(/)関係を'1"1:'、に

上 vれのように、'i:."I)íj開守:土J電 1VJ士十iJr~11請 )U)対象とならないのは市内

手あるがも問題{土、実際の紛千(とりわけ桐続開遣のもの)に戸市した

↓去に、裁判析がどのような もj 産F支波を「牛 :k，~百与J !:.. L i:~;~' 

とし hうことむめるρ;-/;.前胤fI_:と決定されたものは、波留けの拘束を

~11'、引 l苅育 ;'~KjT 伝E前)山安出版、 九六"五七七G。主主?と出l'.載車妊~': f I 

'll主/f、i1、1 巨費出ei、 九八六年}三三五H~ ~flI桜炎・黄yd?15 0 郭t~-~~;!ち普『氏

，1、炉本ネJj諭 1 1，一民主旬、持ョJ ー IJI:~ 、 の )-h...t.二) [主〆J、楽J[!i;(ノ人口

二日社57(仁 413) 2419 )eハl



.j， 
l州 口元

-~~'-T ?d:くて済む地にしおえiX，生前贈与 J-erょなくじ允凶贈!.j..Jや r-~~{ 

陪 l なとと ?~:"i されとものは、遺tJf分の 1レ ノレを説けることができなし

だ務「、もっとも|材難なのは、同士の ;こ08わる手い守あ

(家i量分析の概念:記苅l土、 u、遺詮分割のとこ 7)(，，~譲るコここでは、

とれあえず l家産分析 lを I約千二 l Y FLることにLょう¥家産分析

全企:Tlnにおl、/三吋ポ;ffJ)，j.若々 な千丁，;thを、如何にR1-tUへの円柴;こ割問、Lて、
法的十字災玄決定するのか}ミ見文には、裁判所i正 常の1";s，~ 色分析 に ~q

する1';誌を、 ~1}íJ!í雪ワーと

検討する

( 7) 本長ピ分析のi完七二、 r!-t.:を Jじ「に与える行為

四八年計ム字第 七 せ判例では、 i息子はザク杓流人のf主主iであり、被

![I続人~>先安の聞の 人的旬、子を彼ムーとして一、遺産分割幻訴えを提定~L

したため、以上では行為の佳数に応じて11-々

f:}被相続へは三前、討声σ)分担にあたって、ヲミての良地を被f与らに

分自己L、i口し被tiらがF二分とSI2!~可ずの竺ノJ- I ト、小作手 1:こ相当する扶古賀

や官、うべきであるとい行「閥j}-書」を作ijえした J 設相続人死後、、μ守守者

以方;土Jまト7F7EEU)分配につ Vゐて協議し子 寸なわち、 g~\-~.カ小作料に十日

1 する扶養費を U~梁す之代わりに、定説に嵐守る I 地中を収j押するとい

う i)，n子の協議である。次予i日~í-iJ 、ま支抱絞人が弘前、農地を被;主に分

~r> Lだれ為寺、遺言による問主主処分ぎはなく、生前日同守と認定LたI 次[ご、

「被十日続人の生前1ゴJな.，ナ:贈!j.:fJ為l土、上む止策一一八七条で定めた涜ヨ

による財雇処分とは異なるu すなわち、斗 kf，吉守 lよ遺17分規íj~の帝IJ浪を受

けなしとと;七べた!で、贈与摂どJを履亡すべ主 尿;f売台tJ.長岡朽

続人'i5:体仁社jヰ七三れるため、源三1"~ j: ~隠 7子百」の内容仁反し亡、 tうりのね

続分に恭づいて7丘斉うf古Jを高ぶすることができなνυJし丈 なお、その{去、

勺ポ者双河内協;剣士、被相続人の贈守にi、tL て、干U~'f契約の，うえでそ

のI'J存を色、更するものであ;人相，:，，';::&:'Z裂とは{r;j::ぶれ子、がないと判示したυ

本産分析。〉効})をできるだけ維持するーめか、裁'[:IJ市は、絞相l続人が

!j二前、家F行>1す!の深;こは子に Jえた対烹を r-a二前贈 J'__: と -t~ 
L/  !___ハ」

れによノて、涼tぜ分析における Jむ「へのl防長子分与は相続法の!托範>，

るごとはなくなる ~i 'つまり、財産キ与える行誌は遺留分以fX~百求のキJ

1'1:子ふれ 五九五号判決、苓;攻品編 11'1え{去す法瑚虫、I'iJ解ijと去、安務

J
 
I
 

ヲ】 ~lìJ、 Síl;;'4l~)24.:.8



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞，)、の機能(2

与と炉ならないて寸斉む また、本円。ノ家J$jJ刈 lの協談i土、父が生前、家売を

口に守える代わりに、凶己及びf't:'偶者の死亡ま二いXJ 了に扶養費を J:L~_-) て

もらうとし々負担合河しとし、る、これは負?日付Ø'~'-+ とみてもよかろうわ

(口 L、「家並分析の将仁、 ιJ珪をむ了仁守えるねおJ tついて、伎の
八八千l台上手第九一号判j災 fよ、財産の権利移転の時期から lと前日:;;!_Lj

ではなし「死阿蛸守 と断じている 1，，1じく「不祥分析の|経lこ、財ば

を目アド与える行為 であるドもかがわらず、 J14なるは件以定といよ)~i:U 

の妥ぺ牲に凶 Lては、凶 :3:，切にこ玄る d

(ノ j 家F行j'A1";の深;こ、対F王を白口及心、妻のために留保 jる行為

涼必分析の|祭に、 !HJ!Cを忍く Jむ「に分け〆乙ことなく、 EL-!，士たはEL-!，

の妥妥の主主{;の賛同と lて、での -Í'i~ を {;~Hfr】ずることもあるυっこれは

「義江主(ゼ/}財産 と Ij;j:ばれている〉ヘ父幻死後に残された妥陰~，j 産

は、 1手があれば母に帰属し、忌子らは乙れ;こ i泌するこ tができなし，

これに対[て、母もまた売却~~:~尽を独断で処分すること、またはごれを

ロ丁以外の苫」に遺泊することキ戸三れない、 f手iJ守01'した段Jこの養日告

討古;土育、千らに漏出寸る内

では、安熔:可廷にはじ1\~L O) F; 耳;~-C~j:どのような表l; を守えればよい

のどゥうか。それは主主ß!~ I!!;;平合、現実に(1(;;夫刊誌に)，~;しているかによっ

て、 i品 ~fr 宇う7 けて村しな :t ~:ばならないに

U~) 長敗対E主が父(不皮相続人1 に)*;~， t-)s fi'-

京成分析7)1経J二、， (父下l義の)養焼防法lよ父母死後、特>c力者(心、引
に滑たH るJこし寸約定:止、父カか、ら 4邑、子への「タ北じF何3贈l与チ九」と

L Uい、づう子祈 lは土、凶~ (，3)的判例ウ・ ]二を参照)

1こ~，安敗対声きが伝 iこ持;した総合

;-(-iij: ':Yr義の j 養成 M~ 誌は父母死佼、将えの者しむ、子;に抗日馬予る J

とし、う三 r;: 、母から'~，T への「タじ汲出午 と判断される いい分析

間弘主主調』(五向者旬、一九人ハ-4-e)一一人工l..H. 同士;三 l台湾家産'，"1'支出iiD:変」

守、 7 戸 :J~I'こi呑担 l二二二年_:::C)ノL頁。

ソ11，; L-Jふ!→怪去二部身元\王土~~同七五刊 1J台、 九羽 干)r;}/、-t!-

~ I!;以炎部 r-;;，:十日支部位び内汚グ〉家11、共宮市.1i云了協会雑誌五 主
j3 (-)i..一四年)-c;一斉
~;;r! ~}丈売 台、J書家産市:;1支 ~!0;'自負'~J 思与コ凶\ノミさ .11 (----:n()~.11::) .:，:~:， r\. .R o 

ポ;詰57(仁 41，)2，17 :1221 



は、 IJL[4 '，:JIの乏IJW:j7・ウ:;.:，・寸を

(内.I :長時刻援が皆、了(花続人j に尽した場合

.j， 
l州

，'¥ 午f'"r~- r宇:持 六 号判例の事系はごれに「訟と:1.寸る。すなわ丸、

口元

がえ本日正人である父(土斗11If、jzと 人のむ了〔先去との了) 2このlil!で主監

旬、析を行った〉その'tには、絞妻の去後の生活のために、層、子が現金干T
口万元と br，ぷl義となっているi系争不動対を、役安に!Jfi度または:忠義移

転するといよ}約定が合まれている u 原学と最高法院はごれを ぷ了から

後支への贈:j'J と僻した J 京i牛σ)生j控if土、役ゴミに与ええものは米産，Io

ftは礼子ごあるが、き宇有 σ)烹:誌ではそれは家烹であろう)からLHillL 
-f._ 
/ー であるにもかかわらず、 jZ死後の当該!HJ!j:の帰見 Jごつい

ては定められてν なかったのである。云続的な禿謄防注は、母の死後、

目、千にj'0J~~-9 るはずであるが、本件はこの I ，IJ でf三統のk給対産レ:ま異

なったもの1ゃある炉いうこ行になる}

以|の内容をまとめると、家再分析に|制連する行為の_+1で、 fに，J

!主主介記する行為、及びj口了名誌のrj~ !.壬キ îf謄rj~!.壬とした行為i土、裁i'iJ

同に生:ii]?tt_i-;j--と される(別揮は被~fj絞人である父から，目千への生lJiJ

日当守、[走者は日 fから父付への強引 U これらの生前胤 t}(止、判例によ

るこ遺留力、減殺請求の対装とならないp 仙の家 j~';; 分好:こ i失j 予一る行為の法

九守f土品:は、凶 4:3~ C'詳しく牧例会挙げて検討するが、 Jこ;rzi')してい天ば、
タじじ当日吉 ~j- t. 決定されることが多いn 問題(土、家区分析の iJ 誌を、生 ríÍJ~官

守と死同時守とに分けて市7するのが妥、行かでめる c

B 特別l受益であるザ伊l贈与

これは夫次第 ~-....，仁該、りする略ヲである J 特例会誌である姶守

lよ、第 '::::P4条によ--:'-C， j:~!i'~言旬、詩 ~iÈの主主4止となる財産に負入される

ここにツし Aて;土異論がない庁、第 1L条に;土、特別受託をJ雪印分自r~

役の対象とする

争い語、ある

チ:、!、τ1-_，}.、
'"匂!'-"'-'、 きるか斉かについては

λ 止、司法|完 年?:iL..字第七7f:~-jj解析を、特別受白色に夜当する贈

与が泣74分波紋の対象とならないという尖務の見解のjtJ、として宇けて

いる以l 当該解釈f刊の人j干ヘ;は)).1の送りである 「aoJ世惚うj仁ついず、

】 I~司払炎 φ 甫"、、丸・手:;;;fUJ，~共内 l 民法制司王新山 l二点台)'J、均五T三戸在、

l.:.2:< ~lì，t;SI i日4l0124.:.6



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能{2

民ゴ続編 (;.t 、 1出口高が~~1 口をも〆日立産を処分する〆品企に、:i~!i-~ うj'(f) 

士見iiに反してはいけな l、とIlfJ文で規亡いる。そのi止、氏tiよ、 1E吋i

分権手I)jtは、 の行なった遺贈 (~l ってそのf-Jべ主絞l 不起を 1I

じたときは、その小足都ト"心じて、室R信}村監を減殺することが引きると

定めてν、る，足以、第 八七条、第一千1条をさよ照"このようにみ

れば、 J雪印分。〉判長土、 1it甘0-'1老人にょっと死?誌の達雨空が処分されるここ

を制限するものである U 当与毛主がそのr 前の羽 !Eヰニ処分|た場合には、

叶;;jJ.~'フ;三人の意!こlを尊重すべきであるーしえがって、彼m続人ドキ IIÍjに

?の十日続人に贈 fjしだ討烹!土、第 七 条に列挙されたものごなけれ

ば、それを i宣J.~f の ~+J ;二算人わヘ、きではないc 仮に仮相続人の附与した則

庄が、第 じ ラたに社当すると lても、被相続人i)""';遣をに主主入[ない

とL ろ:芝山をt:かした.IJ;ji.ee;-:立、第一一七一条ただL吉の規定を適)11すべ

きであり、条えの箭1RIこぶり法留ツf炉いう自ほとを加えζj乙炉はできない

というのとある r そのi白、抗日:)受話ド る贈与が遺習分減f主主J、の

対象となるかにコいて明告すに育及Lた判例はイj有 Lないυ

学説は従点、，--.定説JJ否定丸;ニヲ了かれてしる今 2

G 減殺詰d、肯A一説

その開Ltは一つある。第 に、村J.ilず受話の'!~[:f[;止、相ivl 分の前伎であ

るから、特~IV2益は判 1#充分の指定と同様に、遺t#':;子;:rUQ:;百求のメLト象とな

るという矧111であるの すなわち、特別J走授は件i主主けの j~ ょうの給日であ

りー相続分の指どは元米、 .i.~Wf分減税議求のメゴ象となりうるc1 ..しと

が。亡、 +~r~1j受益が迫腎分円規定に反すると語、相主主:旬、の桁定と同行、に

併すべきであり、すなわち、特例会誌も遺?利子減役請求グ〉対象となりう

る〉この上うな併棋のほうつにが;~:の張合性に~@ろ J幻d 第ーに、 1T;ql

i止に百五りする時守の{而伯が、己花結i人の相続分を耐える場合;二、 i圧

に?6:{~7 分!Íé利者{立当該J 守 Bt受益 iニ対しご減絞治;j;、ご主ないとすると、:邑

つつ"年)[比;守勢iJロハ九頁
川、:?~~(J) 入'J，'rをロ己似し λものと Lご、「特位指守ι否，'，tc減標的?-----Jとj}'法
研究会第I!~: .::íへ研工r会記録 J ヨユ三台法 ι学ì~)、四5主義---':0呑-Zト(イ(， iLC:年 J

~ す口

2二時111主役、足立、税不，三とえ害);:;J、 JLプて六年j 三ノL員、 |川 民合

二日社57(仁 40:>)2415 :1241 



.j， 
l州

~ ;:1'7川県公でき E くなり、寸ドitごうfの去!-~Ã-~の立話が 5たわれるからである

b 減殺議求 :J\l:~_、多数託)

口元

減殺蒜.*.向一定日見の考;';.Ji:土、昨かに岩手守分1枠手)者の保護には資するが
わが民法の条文:立、特別交益をj童相分算2乙の」LifjEとなる対i主仁主主入ずる

ことのみをぜjノトーしており、特別会説をtTL留5:h成殺;言:.，¥(0)士守主〉するとは

ていな lげ:め、政改請ぷ設を+Wll寸ることは同組¥いあると併さ

さ、るヰニえ tL'いとv'')のが多数の三ih「えの t-~.J拝である

なお、持民しを免除されたお日[)そ託が、 jTJ分減殺議求の対象となる

かについては、肢に上述の 5:ょ Bで検討したj誌の、多数7防止Je'1':L免

除の詰忠j、ノトを主主し ()寺院し不安と骨~f る j 、当該恥刀j占受訴を、遺骨

分以tx:ati求の対象としずいなI--'¥，-，

主〉 減殺請求(1))[:'f序

台 i:;'~j(j)弐iJ、第 五条びJi手:段に上る炉、法贈をr三けた者が数人し sる

と主:立、その?じた遺児のイljji;1に比(71)[， しなけtu~どならな'v 'c 孜Lゴ

すれば、すべての遺贈は同じl頃rτで出iIt訂求や受ける、
削減殺請求権の行使及び消滅

く1) 行{史

遺留甘減紅葉 1ぇ慌の行使は、物+a:i'J形成十足を;京 Jたt:人にそれは受
i貴若干支略者する権利右ーの 心的な意思表示であり、しかも裁、 1)外で

も行犯できるレ解されといるυ この点におvぺ台湾1日本(よ:iil;係ずあるつ

減殺請求権lよ 般の;社長十告であり、 身主主，~.tんなものではないU1E叫

分権利手去の l立権者、刊J1m:時の持管1人、桐Mi人小:fy去の時の法任管1

人はそれをイ't(古手 l伎できると炉支れてvゐる 2出に， f口L、判l続f員半年さはこれ

~{.'l 隙仰、炎 Fドミ於我同氏計、所定的判官うす之研JCJ 親尚、![1'収け、基不問題 L自

首IH版、 I!...じ六主〕川七ノ可 -IJL;七t:1ぎ て疋枝先‘0:宗楽・草川t恭Jl筈 1"1支出

削ノ下青川IJ~[ (三民香川、依 ~T三夜、 こIU五千r)r:;F~棋炎1 五五♂ 五人12-0

，-宇什京町立~J最有事法zikJ(台湾i"ff寺山古皆川、ーノL六河年)一一三員九段炎耀・

~0{ 吏Hf: ;r~い凶器水不法 (自主ミ山版、一九ヘノ、イ) 日当出「以l棋炎・ :fi，J正・

おt民党共苦民いJ 松-，rf-;:耕~fL i ::~:R菩防、修: 収、二CC::-h-t:'-) l 夫~J:~.10 J I!L: 
:)九同n

~::'I 隙供五と， !'(.，、明、・ "~1i ~H恭共白 l 民法~:]*-:~正事!'~-ø 三辻書);;、柊百T三歳、

C)C 11年) [比;守勢iJロ一二頁

~lìJ、 Sii;;'4u8 .1 24 全



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能{2

を1U土行使できるかが予われている。 1立t当分権利者 7子中 ~;ltVJç訟を L た場

合に!よ、被相続AC):t車並が甘Eiモ人!)itJ廷とiJ-t，lr:jL、その結果、相続依W'

者は迭も7旬、権手lずさ;の笥権手?と同 の¥'/J誌にたつことになるから、その代

iすh伎は訟められる〈これlャコいては異論がない J しかし、 "JI，，"，承官、の

i結合に?況ニiよ )r~ なる見解があるハ限定本認にあたって引絞債権1"í 1よ本

米、主'ニ章者より;11ニfi、清を受け λる(弐1'1、第 六ピコ条人達T177ナ減殺

訓"ぷ刀言、遣問のみを対象とするため、法治より庭先的i二弁治手受けられ

J主十"続債権，gにとって、送手tJ分減殺誌7含のr，rず行使を認める必支がなし
としもう る♂、これにれ LC、{血0) 手?立(之、タ七回脱がi~: t8'JJ'滅

役員古求(7)対象とな f') J)ゐため、相よ1d責特;苦手の代↑す行使を認める災対があ

ると王投する必

l三〉 減殺請求権の消滅幻~;;I品j

日中~KU、には造留 'jj)，x:殺計求権(i')n:J i或1=è:効 (-_fl 、第一口同一条を苔

を7さめる明文がみるのに対[て、台湾!こは条文|は胤定がない。そ

こむ、 I華々 な見解古すイf析する}

i¥，相手て|寸ji主詰::1と権内時r;jJ(1)知推透frl;見

、 i!ñ~;f.'(請求権の性質が廿 !Ø元凶ィ豆詰求権のそれに芳:似すゐこと

を;11はとして、 1官級回復請求悼の消滅時効 l 千[と CJ1t、L亡法第

百六条j 歩類推述iffiするとで換し亡いゐ 1

最品目、院の-fljP!:](土遺皆うf減殺議求権のWj減時効lこっして、第一一.IL:六

条の知JiH'，iiJをIlfJ伴にtiどしたも:7)がないが、 i、級王子判決lよ存在ずる。
れ;~']高得7士::;c什ケ汁分FZノピコ

斗J時:.:メ、〈すなわ九、遺贈

!字第九六号、叶おとほ、 J青減時効につい仁

¥ 'ない刈続人:土、:z"j宣告である別抗

人に対Lて7itfZ分減殺諸点を行い、これによ J 仁収l交されと財産:こっしミ

2 専ぇ灸海 域ポ排"!:fコ国松/手υJJ (同t1'tHHJZ、 )1八六平，1川口頁

~Z2 日以伊、炎 院h'、我ド];;;立法iifJ"定的11i出分之内I究l 可視高、継写、l王会長本間忠巴¥jJ

費出版、 九七六司勺川八ノ、同 c' 1¥4::弘炎 e古'-;j、古・部品¥恭共告 と"'11、被4、羽í'~~ì)J

l 叉支局、修えj--:，:;Jx" :___.':)~)_-f 年} 日"，'，in四 ::1..-， 
，12尚笠 J拘:ポィf;Mi711巨費H'，版、 九J、六九、五九 克 時事棋炎 11-J4J，tr:¥長

引Rit，;JÎ-~Úヲ特当分之研究 J -t見官、 fi:;}i己主k基本円D:;lL (H 'l+ ~_L~ ~j{、 fl 

lじjし凶tfc~:地は炎‘ ZR;J 、!早j ・年l:'jií{(J，~失 -ff :見法制JT新政( 封書尚、修訂 版、

-Cfノ主年) [主示栄~ 三fL

二日社57(仁 4(1) 241:) ~12G j 
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H附 日見

て返送を請求したっ高守法|完は「遺留分減殺請求権は性質上、相続|口[i室

長青求梓に類似しており、民法第 六四条第一項を類推泊川Jし、遺料分

侵今の事J支を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅

する。被相続人はじヒ年 月 八Hに死亡した。[，，[月二 H非式のとき、

公家族が原むの家で法三を閲覧したため、原白はその日に遺留分侵芹の

'JT$:を知ったはずであるコ[，'J年九月 四けに原告は彰化県田中地政Tト務

所に、 i被相続人が七五年一一月二口刊に作成Lた遣戸は、すべてのィ、

動産を被告一人に相続させるという内容であり、造問分の伝害に該斗す

るため、貴機関は被干与が申独で相続登記を行うことを認めるべきでな~，\.1 

という書類を送った。したがって、原告は遅くてもヒ七年九月 凶Hの

時，凸で遺留分侵害の事'五を知ったといえる、ー原作が/¥0年一月一五日

に本件訴訟を提起したため、その遣問分減殺請求権は一年闘の時効に

よって消滅したc なお、 J原作は、別件の共有物分f，'U訴訟で、七九年に以

訴を提起し、遺留分i暗殺請求で勝訴判決を得たと主張している c しかし、

!車需の反訴のリ的物甲は、本件の乙とは呉なるものであるう遺留分減殺

請求権は、債権的請求慌であり、その行伎の対象について個別に認定す

べきであるU 原告か1抗日反訴で甲を減殺請求したが、その効力は本件の

乙に及ぶわけではない。したがって、原告を敗訴させた一審の判決を常任

持する」と述べたυ 本判決の特徴としては、遺留分減殺請求権を債権的

請求権と捉えること、そして消滅時効について相続同復請求権の胤定を

類推i直川したことが挙げられる。

これに対して、原告は上告したの最高法院八一作台上字第-O[J~二号

判決は、時効について「 、11該減殺請求梓は性質上、物格的形成権で

あり、遺留分権利有が義務者に減殺請求をすると、遺留分に侵?守する部

分は効んを失う。原審は減殺請求権を債権的請求梓と解し、減殺請求さ

れた円的物について時効が巾l引されるが、減殺請求されていない円的物

については、時刻Jが進行すると判断した。この見解は不斗である c さら

に、上件人がいつ遺留分侵害の事'五を知ったかは、遺留分減殺苅求権の

時効の起TfJIに関わる問題である。原審がそれを七ヒ年一月二-ijか七

七年九月一四日のいずれかであるとして明確に認定していないため、本

裁判所はj量制分減殺請求権が一年聞の時効に府ったか台かを判断できな

い}したがって、原判決のこの部分を破棄し、差し戻す」と判示したっ

[127] ItiJと57(;;-406)2412



台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能(2

斗判決(主、まず1白幽jj'"減殺請求権UノIt貨を物権80j];成権と肯定した最初

7)長 if!j11、院 7) ものとして{i~~ iiS':づけられている川υ 次に、本判決iよ減主~日青

求権の消山U~#;g]に用紙i口[穫にふ;九十宇の定めを匁 n洛用宇るかとうか合訓示

Lていないが、「不裁判所は遺科分減殺請求棒/ケ 年甘-J(/.i ~-~J 効 l 持った

か有かを判断でさ主し、!と述べたため、ノ二宍的にーイ1慌の時効を認めf二

とも珂向"で主るじ

];AJの泊「え及む判例のE解;、対|てlパヨ百?を明えるテ説がある

B. H ， \)JJÎiCjと小 ~:~ll

この~~.IJ 、減殺訂求権(l)ytft を j凡テi主権と 1明解し、すなわち、減殺抗:R

ijiーが消松nリに目 rYJ~却の給仁j を )p むものにナぎないため、時効に関する烈

同は不要であると中長lてν る

じ 波t目減日、j.:~Jj;l[

氏?'J、;こ定めがないた吟、減殺訴求権の消滅時効;士、えが、第 五条の

-'，~;(消以時刻を i車日寸べ主であ 1 ，、 子i{j 院で消;:~&--t ると 1:3長ぎれてい

る':::1:.'

つ ~;{ i自 tE:5kU:~期間説

j重詰(， :;1 討G~:Z権の法 :'1']1'1 質を と角干してしる、台湾における )I;JA::~在

の消滅却J陀l止、除斥期間であり、消滅時効ごはな川っ日吉;J(~~'どけが消滅

f待先bに依る u 民件沼 jif号は、お求権Û)?~域 11与効や ，.年間と定めて

いる一他方守、減殺権は形成1主である以上、消滅時効u立関係なし はす
であるコまた、人説 u吊説・判j刈)土JL-亡、この託iよ、相続囚復議求権

(μ古品様、! と山υ定機 f形成1十年j とl手法的性質が見なるため、相主主'1刊後同古
求権の成時効を減f主権γ数捻;8J:1するのは云 'iでないと批判してい

る〉したがう1、減殺ド止の期間IJ、やはり HT.の形成権の宗咋期間を?三:佐

川111 すべ主であるとし寸コ 1少j えば、氏法お九一条(戸ドァ止と ~t;日によゐ取

市j と坑-:IL: カ条(債権者J.r~消 jj>;)いは、収1肖議の除斥ftfj 切について、

J折半本 h雄「JJfh特 ~iJ 分担減併J '清11}、手 鉱(九九イI'-i 林寺雄家疾

法;全保 :::J C主興世田、 -')L.JL何年 i!iI-Jli、 一 子i頁J
..ょ幸町114l刻~-i'í-相手~j'-去副r~ (-('-i湾商務正l書li語、 一丸ノ":r日イ:-) --叫) 五只

試炎隆.w-¥uV推 '1'1珂披-，lf(iJ;!:自賛同版、 ノL八六年)三一七民c
，:，')経lHi国:立法継承論 (~1丈Q訂ι記占 1司、 九 七年t;C1fL ，'，H、法「中

司W!，桝本 ~1:;0i U民，f-.l手寺山J芸館、 九凶J、イ1'-) -: 11九克ο

二日社57(仁 40:J) 2411 :1221 



.j， 
l州 口元

イr::!::-(j{Tぴ)税7ょがある これを局、殺権 i 二 }çJ正i車問する討1 京、 )tl'~)J'

波紋梓iよ追fJ 分の千三者を !K~ ったときから 千:一問、村Eiモ間給付から

慣に行{更しなければ消)&.することと企

削減殺請求の効力

上述の<ilI ~fQ分減殺日吉ぷ権0)法的↑γ巧 でf九|叫Lたが、法留5:h成殺

請求悼の足、本U'S効 )j(土、湾十!分を十三宵する千T.t;;O)効/んを奪い、司的牧J上

のム喜和jを遣手?分十三主績の組問で遺留分!告示l苫lこ収りR-g-ということであ

るJ 目的物。〉物佳子見tl-交法.f':に移転しに、泣情分権利f':は、遺

留分以殺Z5求権を行使一什 l，;工、 1明 ~n~sには所有権に t~sっき日 1::0~却の返還

請求がで主ゐが、伐の六でけいヘ、〆乙，'IJiY，:止、ご才を台乏してし三るごまた、

相続1'，1復ifJ求権の 1与効を遺留分以L殺訂j求権に類推適用するごとはB!Uこ15)

守主ベ"--(これにえでして、目的'1拐の物経がまだ受選石等に移転していな

しh場企にl士、遺留分権利J5;士j"1'0討声のが波をてできる" r'_~.!':jí， はこの

間i凶の 't)j尽をむし弁悼とし、消;k~~時刻にかからないと解[ている引c

7調日本との比較

こ礼まで、台湾のJl省 -';f と遺留分以f;t~古求の制民の慨 ι を論じてきたU

まれi道官分に|長)g-る :，L法の斐淫をみると、大待十平における

最初の条えがかなり 111';士L:類似して， 'たことはそ手誌である しかし、

中[!:cワ'oU_日本のそれは更なる概念であり、中[!:ごは財j空の承継が諸チ

均分を採られてきとため、 q.r半[(1主|氏しとにかける l室fJiフナ門誌義[よ、 l共

同十号九十人慌の干守i仕Jむに亘点があるこい去るつこれは山法当時;ニ参考

とし1-:，'-{木次と非常i異なるよーである J

';j¥こ:二、古汚I])i'よみ一相続人!よ、すべ仁法留5j"を有寸る f これにたして、

H 本では日司)($~I土法計;花続人となりうるが、 i童十!分権全有しない口台

湾の粂」心土、主留分を「伝統分のイ"1分の という正字を付うている。

そのため、意科分を不nYi:止がJな相続分とみるのが一般的である-'-，ま式、

J山手本 10雄「JJfh特 ~iJ 分担減併J '清11}、手 鉱(九九イI'-i 林寺雄家疾

法論焦 ::::J C主~~吉町、 九γryq年 J!iI-J氏、一 一一士頁

~，;，-j裁炎仰 a 主主烹雄 ;'1+; 凶紋ノ干 j主， I日資I_U版、 九八六イ1) --' I'~ 点。
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台湾決ての引税(?);@担におげ品三百分以殺詞))、の機能(2

日本炉比べる Y 、台汚d-、には LlJ当日弁伎の税'it:力会主く、税特ij区 j~がJJ~\T!C 

でおり、:[ つ花続問姶liiJ0)造fyj分:/1.来といろ制['立もよヂ~しないため、よ

りフランス e ゲ Jレマンm;の也117分に近 v、といえるわ
介i古(.，~J3 (;る遣問分算どの~~宅となる}村監 l 算入されるものは H フドよ

りやや少ない(日オ民法話 。 。粂のようと荒トーがないん生0"(以|治

{r::: .死亡iHf比i)閉 J電波奇心メ、j、利五、財除分配議、，)命十三宵に4るjト南

船↑員 piiji什告は、そのd，ユJい審者(止、桐献と>~(;:る原坦;、基ワいて給付を受

け取るとi外されてきえが、 22弘、にこのお分はまだ一分検討されるこ y

がなく、河散を精税化する努々が必安であるハとりわけ、阪にこれらの

給付が被相続への現主の遣必に ìn: 1v冶絞 ι な~-)てくるなら、ぞれは相杭と

~Ij途の ßt注jfzfl1; の力法となりうる u ご7， 1 らの給吋と桝絞との関係は ι午米

幻排究課題と Lたi，"( 

遺留分減殺J百三Zu)対象てなるも(/)~.土、弟定処分に限定され、il:前処分

小川l受話を台ももの}には!えばないr このここは、法が被le!ie:人に生

前処分の自由そ比較的広く認めているここを示唆Lて~ ，る}ただ、「水

産分析こ持わる生別の行為は、生前処分，1，終窓処分のj山j方に認定きれ

たことがある。そのか、義については四七がで内討する U

当湾の判官I[通説によるこ、道官分減殺清水恨の法町!0<'~L)l!j" (.之、 2均却t柱紘-f~ ヨ的1形

!凶，y

の対象てで示Fあ:i~る3 処う分fの{法三ぷj↑竹千 F質{において、台f汚寺 y ヨ本とで:は土/足どど一手宍=カが包生こる

土比t七占了お漁伝|的3汚むlにこ斗し λえlばよ、 全てHじ)J功 ¥追悼旬、青;K杭) をJ寺っているとし

ても、切る対象 f減殺議ふの列者u がそもそも 114 なるので、同"料~~が

出るはずがないと孝えられる 本ヮl土、減殺請求の対象とな:1ふうなも

のとして、生前日首"-;1を倹討したが、生す判官!j.rよ原則シして台汚.cu:;成殺

の対象ーじはなL、c 次 1-1'以、い」し Aよ川Ul請求J)本クド:のkT象、すなわ九湾
間などの終在処分につい仁分析!〆ていく〈つまり、 人が法定千円紅l

分ノ~ W，士る意苫E三小 (12弓:よるもj産処分JをしたJ;';介仁、これらの処

う'f())作文ないし効)j(;1如何なるものか るしその後に、これらの

効 IJによ Jて、産T17うす減殺請求の結果がとのようにな〆乙のかをヘで読し

ス

守山l也、一九にノ、i:.:.)D-t;八貝

二日社57(仁 4(3)2409 ~nl) j 
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H附 日見

*本稿は、北海道大学審斉|専上(法苧)宇佐論Jヒ(二00六作六月"0

H授守)に補筆したものである。
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